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議案番号 ７ 

1/3 

奈良市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（選挙運動用自動車の使用の公費の支払） （選挙運動用自動車の使用の公費の支払） 

第４条 市は、候補者（前条の届出をした者に限る。）が同条の契約に基づき

当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者（以下

「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。）に支払うべき金額のうち、

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第２条ただし書に規

定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等か

らの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。 

第４条 市は、候補者（前条の届出をした者に限る。）が同条の契約に基づき

当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者（以下

「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。）に支払うべき金額のうち、

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第２条ただし書に規

定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等か

らの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応

じ、それぞれに定める金額 

(２) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応

じ、それぞれに定める金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約（以下「自動車借入れ契

約」という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日において

自動車借入れ契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合

には、当該候補者が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限

る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日につ

いてその使用に対し支払うべき金額（当該金額が15,300円を超える場合

には、15,300円）の合計金額 

ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約（以下「自動車借入れ契

約」という。）である場合 当該選挙運動用自動車（同一の日において

自動車借入れ契約により２台以上の選挙運動用自動車が使用される場合

には、当該候補者が指定するいずれか１台の選挙運動用自動車に限

る。）のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日につ

いてその使用に対し支払うべき金額（当該金額が15,800円を超える場合

には、15,800円）の合計金額 

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合

当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金（当該選

挙運動用自動車（これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含

む。）が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と

合算して、7,350円に当該候補者につき法第86条の４第１項、第２項、

第５項、第６項又は第８項の規定による候補者の届出のあった日から当

該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を

除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつ

イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合

当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金（当該選

挙運動用自動車（これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含

む。）が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と

合算して、7,560円に当該候補者につき法第86条の４第１項、第２項、

第５項、第６項又は第８項の規定による候補者の届出のあった日から当

該選挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数を

除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつ
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現行 改正案 

き、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委

員会が確認したものに限る。） 

き、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委

員会が確認したものに限る。） 

ウ 略 ウ 略 

（選挙運動用ビラの作成の公費負担） （選挙運動用ビラの作成の公費負担） 

第５条の２ 奈良市長の選挙における候補者は、７円30銭に選挙運動用ビラの

作成枚数（当該作成枚数が法第142条第１項第６号に定める枚数を超える場

合には、同号に定める枚数）を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラ

を無料で作成することができる。この場合においては、第２条ただし書の規

定を準用する。 

第５条の２ 奈良市長の選挙における候補者は、７円51銭に選挙運動用ビラの

作成枚数（当該作成枚数が法第142条第１項第６号に定める枚数を超える場

合には、同号に定める枚数）を乗じて得た金額の範囲内で、選挙運動用ビラ

を無料で作成することができる。この場合においては、第２条ただし書の規

定を準用する。 

（選挙運動用ビラの作成の公費の支払） （選挙運動用ビラの作成の公費の支払） 

第５条の４ 市は、奈良市長の選挙における候補者（前条の届出をした者に限

る。）が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする

者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの

１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円30銭を超える場合には、７円30

銭）に当該選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて法第142条第１

項第６号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めると

ころにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限

る。）を乗じて得た金額を、第５条の２後段において準用する第２条ただし

書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者から

の請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。 

第５条の４ 市は、奈良市長の選挙における候補者（前条の届出をした者に限

る。）が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする

者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの

１枚当たりの作成単価（当該作成単価が７円51銭を超える場合には、７円51

銭）に当該選挙運動用ビラの作成枚数（当該候補者を通じて法第142条第１

項第６号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めると

ころにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限

る。）を乗じて得た金額を、第５条の２後段において準用する第２条ただし

書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者から

の請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。 

（選挙運動用ポスターの作成の公費の支払） （選挙運動用ポスターの作成の公費の支払） 

第８条 市は、候補者（前条の届出をした者に限る。）が同条の契約に基づき

当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単

価（当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところ

により算定した金額（以下「単価の限度額」という。）を超える場合には、

当該単価の限度額）に当該選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通

第８条 市は、候補者（前条の届出をした者に限る。）が同条の契約に基づき

当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの１枚当たりの作成単

価（当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところ

により算定した金額（以下「単価の限度額」という。）を超える場合には、

当該単価の限度額）に当該選挙運動用ポスターの作成枚数（当該候補者を通
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現行 改正案 

じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数の範

囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者か

らの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、

第６条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場合

に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスタ

ーの作成を業とする者に対し支払う。 

じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数の範

囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者か

らの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、

第６条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場合

に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスタ

ーの作成を業とする者に対し支払う。 

(１) 当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数が500以下であ

る場合 510円48銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に301,875

円を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で

除して得た金額（１円未満の端数がある場合には、その端数は、１円とす

る。次号において同じ。） 

(１) 当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数が500以下であ

る場合 525円６銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に310,500

円を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で

除して得た金額（１円未満の端数がある場合には、その端数は、１円とす

る。次号において同じ。） 

(２) 当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数が500を超える

場合 26円73銭にその500を超える数を乗じて得た金額に557,115円を加え

た金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得

た金額 

(２) 当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数が500を超える

場合 27円50銭にその500を超える数を乗じて得た金額に573,030円を加え

た金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得

た金額 

 



議案番号 ８ 
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奈良市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 

新旧対照表 

現行 改正案 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

 機関 事務   機関 事務  

 略 略   略 略  

 ９ 市長 略   ９ 市長 略  

 10 市長 在宅の要介護者に対する紙おむつ等の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

     

 11・12 

市長 

略   10・11 

 市長 

略  

 13・14 

教育委

員会 

略   12・13 

教育委

員会 

略  

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

 機関 事務 特定個人情報   機関 事務 特定個人情報  

 略 略 略   略 略 略  

 ９ 市長 略 略   ９ 市長 略 略  

 10 市長 在宅の要介護者に対

する紙おむつ等の支

給に関する事務であ

って規則で定めるも

の 

地方税関係情報であって規則で定め

るもの 

      

 介護保険法（平成９年法律第123号）

による保険給付の支給、地域支援事業

の実施又は保険料の徴収に関する情

報であって規則で定めるもの 

    

 11～13  

市長 

略 略   10～12 

 市長 

略 略  

  



 

 
 
 

平成２９年度関係 
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奈良市附属機関設置条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 附属機関

の属する

執行機関

等 

附属機関 担任する事務 

 附属機関

の属する

執行機関

等 

附属機関 担任する事務 

 

 市長 略 略  市長 略 略  

 教育委員

会 

略 略  教育委員

会 

略 略  

      奈良市いじめ

防止基本方針

策定委員会 

いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）

第12条に規定する地方いじめ防止基本方針の

策定についての調査審議及び答申に関する事

務 

 

 略 略 略  略 略 略  
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奈良市社会福祉審議会条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（庶務） （庶務） 

第９条 審議会の庶務は、保健福祉部において処理する。 第９条 審議会の庶務は、福祉部  において処理する。 
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奈良市感染症診査協議会条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（庶務） （庶務） 

第７条 協議会の庶務は、奈良市保健所において処理する。 第７条 協議会の庶務は、健康医療部 において処理する。 
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奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例 新旧対照表 

 

現行 改正案 

（市長等による管理） （市長等による管理） 

第８条 市長等は、次の   いずれかに該当するときは、他の条例   

                            の規定にか

かわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 

第８条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれの公の

施設に係る条例（以下この条において「施設条例」という。）の規定にか

かわらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部又は一部を

行うことが困難となった場合において必要があると認めるとき。 

(３) 指定管理者が           管理の業務の全部又は一部を

行うことが困難となった場合において必要があると認めるとき。 

 ２ 前項の場合において、施設条例に指定管理者に利用料金（法第244条の２

第８項に規定する利用料金をいう。）を当該指定管理者の収入として収受

させる旨の規定があるときは、市長は、当該利用料金に相当する額を使用

料として当該公の施設を利用する者から徴収することができる。 

 ３ 前項の場合において、市長は、施設条例の規定の例により、同項の使用

料の全部又は一部を減免し、又は還付することができる。 
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奈良市温泉施設条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

附 則 附 則 

（施行期日）  

１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。 この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

（指定管理者不在等期間の温泉施設に係る管理業務）  

２ 指定管理者が指定を取り消され、指定管理者が解散し、その他指定管理

者が不在となった場合又は指定管理者が業務の停止を命じられた場合は、

その時（以下「指定管理者不在等開始時」という。）から初めて指定管理

者が指定され、又は当該停止の期間が終了する時までの間（以下「指定管

理者不在等期間」という。）における第３条の２第２項及び第10条の規定

の適用については、第３条の２第２項中「指定管理者は、必要があると認

める場合は、あらかじめ市長の承認を得て」とあるのは「市長は」と、第

10条中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。 

 

（指定管理者不在等期間の使用料）  

３ 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の

直前の第５条第２項の承認に係る利用料金の額を使用料として、温泉施設

を利用する者から徴収することができる。 

 

４ 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第５条第４項に定め

るところにより減額又は免除することができる。 
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奈良市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第８条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子      

                                  

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                          のある職員（職

員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５

時までの間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該

子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合にお

ける当該職員を除く。）が、規則の定めるところにより、当該子を養育す

るために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜に

おける勤務をさせてはならない。 

第８条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明治

29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員との間に

おける同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した

者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。）

であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164

号）第27条第１項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養

子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者とし

て規則で定める者を含む。以下第３項までにおいて同じ。）のある職員（職

員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５

時までの間をいう。以下この項において同じ。）において常態として当該

子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合にお

ける当該職員を除く。）が、規則の定めるところにより、当該子を養育す

るために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜に

おける勤務をさせてはならない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 第１項及び前項の規定は、第15条第１項に規定する日常生活を営むのに

支障がある者（以下この項において「要介護者」という。）を介護する職

員について準用する。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に

達するまでの子                          

                                 

                                  

                                 

                                 

                                  

                                 

４ 前３項    の規定は、第15条第１項に規定する要介護者      

      （以下この項において「要介護者」という。）を介護する職

員について準用する。この場合において、第１項中「小学校就学の始期に

達するまでの子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定に

より職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立に

ついて家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に

係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児

童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により同法第

６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童

その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下第３項までに
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       のある職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深

夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において同

じ。）において常態として当該子を養育することができるものとして規則

で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則の定める

ところにより、当該子を養育」                   

                                 

                                  

            とあるのは「要介護者のある職員が、規則の定

めるところにより、当該要介護者を介護」と、    「深夜における」

とあるのは「深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。）にお

ける」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規

則の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職

員が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるも

のとする。 

おいて同じ。）のある職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、深

夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下この項において同

じ。）において常態として当該子を養育することができるものとして規則

で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が、規則の定める

ところにより、当該子を養育」とあり、第２項中「３歳に満たない子のあ

る職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項

中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるとこ

ろにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、規則の定

めるところにより、当該要介護者を介護」と、第１項中「深夜における」

とあるのは「深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。）にお

ける」と、第２項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を

講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障があ

る                        」と読み替えるも

のとする。 

５ 略 ５ 略 

（休暇の種類） （休暇の種類） 

第11条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇    

 及び組合休暇とする。 

第11条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時

間及び組合休暇とする。 

（年次休暇） （年次休暇） 

第12条 略 第12条 略 

(１)・(２) 略  (１)・(２) 略 

(３) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法

律（昭和27年法律第289号）の適用を受ける職員、特別職に属する地方

公務員、奈良市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は公有地の拡

大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）に規定する土地開発公社

その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関

連を有するもののうち規則で定めるものに使用される者（以下この号に

(３) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法

律（昭和27年法律第289号）の適用を受ける職員、特別職に属する地方

公務員、奈良市以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は     

                               

   その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関

連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者（以下この号に
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おいて「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。）

であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその

他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職

員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数

等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範

囲内で規則で定める日数 

おいて「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。）

であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその

他規則で定める職員 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職

員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数

等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範

囲内で規則で定める日数 

２・３ 略 ２・３ 略 

（介護休暇） （介護休暇） 

第15条 介護休暇は、職員が     配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、

子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則

で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの       

   の介護をするため、                     

                                 

                                 

                      勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇とする。 

第15条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻

関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。）、父母、

子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則

で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同

じ。）の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員

の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状

態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定す

る期間（以下「指定期間」という。）内において勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇とする。 

２ 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必

要とする一の継続する状態ごとに、連続する６月の期間内において必要と

認められる期間とする。 

２ 介護休暇の期間は、指定期間                    

                         内において必要と

認められる期間とする。 

３ 略 ３ 略 

 （介護時間） 

 第15条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々

が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当

該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。）内において１日の勤

務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合におけ

る休暇とする。 
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 ２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を

超えない範囲内で必要と認められる時間とする。 

 ３ 前条第３項の規定は、介護時間について準用する。 

（組合休暇） （組合休暇） 

第16条 略 第16条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 前条第３項 の規定は、組合休暇について準用する。 ３ 第15条第３項の規定は、組合休暇について準用する。 

（病気休暇、特別休暇、介護休暇     及び組合休暇の承認） （病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認） 

第17条 病気休暇、特別休暇（規則で定めるものを除く。）、介護休暇  

   及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の

承認を受けなければならない。 

第17条 病気休暇、特別休暇（規則で定めるものを除く。）、介護休暇、介

護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の

承認を受けなければならない。 

附 則 

（奈良市一般職の職員の給与に関する条例附則第18項の規定により給与

が減ぜられて支給される職員に関する読替え） 

附 則 

（奈良市一般職の職員の給与に関する条例附則第18項の規定により給与

が減ぜられて支給される職員に関する読替え） 

第３条 奈良市一般職の職員の給与に関する条例附則第18項の規定により

給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第３項        

                の規定の適用については、同項   

 中「第20条」とあるのは、「附則第20項」とする。 

第３条 奈良市一般職の職員の給与に関する条例附則第18項の規定により

給与が減ぜられて支給される職員に対する第15条第３項（第15条の２第３

項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、第15条第３

項中「第20条」とあるのは、「附則第20項」とする。 
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（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

(１)・(２) 略  (１)・(２) 略 

(３) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 (３) 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ア) 略  (ア) 略  

(イ) その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）

を超えて特定職に引き続き在職することが見込まれる非常勤職員

（当該子の１歳到達日から１年を経過する日までの間に、その任期

が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び特定職に引き続

き採用されないことが明らかである非常勤職員を除く。） 

(イ) その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。

以下同じ。）が１歳６か月に達する日（第２条の３第３号において

「１歳６か月到達日」という。）までに、その任期（任期が更新さ

れる場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及び特定職に

引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員 

(ウ) 略 (ウ) 略 

イ 次条第３号   に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育す

る子の１歳到達日（                      

      当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の

末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該

末日とされた日）において育児休業をしている非常勤職員に限る。）

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤職員（その養育す

る子が１歳に達する日（以下この号及び同条において「１歳到達日」

という。）（当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の

末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該

末日とされた日）において育児休業をしている非常勤職員に限る。） 

ウ 略 ウ 略 

 （育児休業法第２条第１項の条例で定める者） 

 第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める者は、児童福祉法（昭

和22年法律第164号）第６条の４第１号に規定する養育里親である職員（児

童の親その他の同法第27条第４項に規定する者の意に反するため、同項の

規定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児
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童を委託することができない職員に限る。）に同法第27条第１項第３号の

規定により委託されている当該児童とする。 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） （育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

(１)・(２) 略  (１)・(２) 略 

(３) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員

が当該子の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場

合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる

場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間

の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該

末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の

翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当

してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特

定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は

当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき

当該子が１歳６か月に達する日 

(３) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員

が当該子の１歳到達日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場

合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる

場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間

の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該

末日とされた日（当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育

児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の

翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当

してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特

定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は

当該引き続き採用される日）を育児休業の期間の初日とする育児休業を

しようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 

当該子の１歳６か月到達日 

ア・イ 略 ア・イ 略 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める期間） （育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める期間） 

第２条の３ 略 第２条の４ 略 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） （育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次

に掲げる事情とする。 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次

に掲げる事情とする。 
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(１) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め若しくは出産したこと

により当該育児休業の承認が効力を失い、又は第５条に掲げる事由に該

当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休

業若しくは出産に係る子若しくは同条に規定する承認に係る子が死亡

し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。 

(１) 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したこと

により、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出

産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。 

ア 死亡した場合 

イ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合 

(２) 育児休業をしている職員が第５条に規定する事由に該当したことに

より当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る

子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。 

ア 前号ア又はイに掲げる場合 

イ 民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定による請求に

係る家事審判事件が終了した場合（特別養子縁組の成立の審判が確定

した場合を除く。）又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条

第１項第３号の規定による措置が解除された場合 

 

 

 

 

 

(２)～(５) 略 (３)～(６) 略  

(６) 第２条の２第３号に掲げる場合に該当すること。 (７) 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること。 

(７) 略  (８) 略  

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に

育児短時間勤務をすることができる特別の事情） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に

育児短時間勤務をすることができる特別の事情） 

第11条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次

に掲げる事情とする。 

第11条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次

に掲げる事情とする。 

(１) 育児短時間勤務（育児休業法第10条第１項に規定する育児短時間勤

務をいう。以下同じ。）をしている職員が産前の休業を始め若しくは出

産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第14条

第１号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が

取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に

規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居する

(１) 育児短時間勤務（育児休業法第10条第１項に規定する育児短時間勤

務をいう。以下同じ。）をしている職員が、産前の休業を始め、又は出

産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該

産前の休業又は出産に係る子が第３条第１号ア又はイに掲げる場合に該

当することとなったこと。  

(２) 育児短時間勤務をしている職員が、第14条第１号に掲げる事由に該



議案番号 ２６ 

8/9  

現行 改正案 

こととなったこと。 当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に

規定する承認に係る子が第３条第２号ア又はイに掲げる場合に該当する

こととなったこと。 

 

(２)～(６) 略 (３)～(７) 略 

（部分休業を請求することができない職員） （部分休業を請求することができない職員） 

第18条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、次のいずれにも該

当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「再

任用短時間勤務職員」という。）を除く。）とする。 

第18条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員と

する。 

(１) 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員 (１) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 

(２) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が規則で定

める非常勤職員 

(２) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員

法（昭和25年法律第261号）第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）を除く。） 

 ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員 

 イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して市長が規則で定

める非常勤職員 

（部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第19条 略 第19条 略 

２ 労働基準法第67条の規定による育児時間（以下「育児時間」という。）

を承認されている                         

      職員（非常勤職員を除く。）に対する部分休業の承認につい

ては、１日につき２時間から当該育児時間               

        を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

２ 労働基準法第67条の規定による育児時間（以下「育児時間」という。）

又は勤務時間等条例第15条の２第１項の規定による介護時間の承認を受け

て勤務しない職員（非常勤職員を除く。）に対する部分休業の承認につい

ては、１日につき２時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受け

て勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常

勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間45分を減じた時

間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が育児時間を承認されている場合

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき、当該非常

勤職員について１日につき定められた勤務時間から５時間45分を減じた時

間を超えない範囲内で（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休
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           にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、

２時間から当該育児時間を承認されている時間            

      を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第

76号）第61条第32項において読み替えて準用する同条第29項の規定による

介護をするための時間（以下「介護をするための時間」という。）の承認

を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、

２時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤

務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

（部分休業の承認の取消事由） （部分休業の承認の取消事由） 

第21条 第５条の規定は、部分休業について準用する。 第21条 第14条の規定は、部分休業について準用する。 
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奈良市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（任命権者の報告事項） （任命権者の報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告し

なければならない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員

（地方公務員法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員

を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告し

なければならない事項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常勤職員

（地方公務員法第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員

を除く。）を除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とする。 

(１)～(３) 略  (１)～(３) 略 

 (４) 職員の休業に関する状況 

(４)～(９) 略 (５)～(10) 略 
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奈良市職員の育児休業等に関する条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（育児休業をすることができない職員） （育児休業をすることができない職員） 

第２条 略 第２条 略 

(１) 育児休業法                         

  第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員 

(１) 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第26条の６第７項又は育児休

業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員 

(２)・(３) 略 (２)・(３) 略 

（育児短時間勤務をすることができない職員） （育児短時間勤務をすることができない職員） 

第10条 略 第10条 略 

(１) 育児休業法                第６条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員 

(１) 地方公務員法第26条の６第７項又は育児休業法第６条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員 

(２) 略  (２) 略 

（部分休業を請求することができない職員） （部分休業を請求することができない職員） 

第18条 略 第18条 略 

 (１) 略 (１) 略 

(２) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員

法（昭和25年法律第261号）第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）を除く。） 

(２) 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務員

法           第28条の５第１項に規定する短時間勤務の職

を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）を除く。） 

ア・イ 略 ア・イ 略 
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奈良市手数料条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

番号 名称 事務 金額   番号 名称 事務 金額  

38 建築物に関す

る完了検査申

請又は完了検

査通知手数料

建築基準法第７条

第１項の規定に基

づく建築物に関す

る完了検査の申請

又は同法第18条第

14項の規定に基づ

く建築物に関する

完了検査通知に対

する検査（第41項 

         

  に規定するも

のを除く。） 

略 略   38 建築物に関す

る完了検査申

請又は完了検

査通知手数料

建築基準法第７条

第１項の規定に基

づく建築物に関す

る完了検査の申請

又は同法第18条第

16項の規定に基づ

く建築物に関する

完了検査通知に対

する検査（次項、

第41項及び第41の

２項に規定するも

のを除く。） 

略 略  

 

       38の

２

建築物エネル

ギー消費性能

適合性判定を

受けた建築物

に関する完了

検査申請又は

完了検査通知

手数料 

 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律（平

成 27年法律第 53

号）第12条第１項

に規定する建築物

エネルギー消費性

能適合性判定を受

けた計画による建

築物（同法及び都

床面積の合計

が2,000平方

メートル以上

5,000平方メ

ートル以内の

場合 

前項に掲げる床

面積の合計の区

分に応じ、それぞ

れ当該手数料額

に125,000円を加

算した額 

 

床面積の合計

が5,000平方

メートルを超

え10,000平方

前項に掲げる床

面積の合計の区

分に応じ、それぞ

れ当該手数料額
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市の低炭素化の促

進に関する法律

（平成24年法律第

84号）の規定によ

り適合判定通知書

の交付を受けたと

みなされる建築に

よる建築物を含

む。）に係る建築

基準法第７条第１

項の規定に基づく

建築物に関する完

了検査の申請又は

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第13

条第２項に規定す

る建築物エネルギ

ー消費性能適合性

判定を受けた計画

による建築物に係

る建築基準法第18

条第16項の規定に

基づく建築物に関

する完了検査通知

に対する検査 

メートル以内

の場合 

に162,000円を加

算した額 

床面積の合計

が10,000平方

メートルを超

え25,000平方

メートル以内

の場合 

前項に掲げる床

面積の合計の区

分に応じ、それぞ

れ当該手数料額

に194,000円を加

算した額 

床面積の合計

が25,000平方

メートルを超

え50,000平方

メートル以内

の場合 

前項に掲げる床

面積の合計の区

分に応じ、それぞ

れ当該手数料額

に227,000円を加

算した額 

床面積の合計

が50,000平方

メートルを超

える場合 

前項に掲げる床

面積の合計の区

分に応じ、それぞ

れ当該手数料額

に294,000円を加

算した額 
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39 建築設備に関

する完了検査

申請又は完了

検査通知手数

料 

建築基準法第７条第１項の規定

に基づく完了検査の申請に係る

計画に同法第87条の２の昇降機

に係る部分が含まれる場合にお

ける当該昇降機に関する完了検

査若しくは同条において準用す

る同法第７条第１項の規定に基

づく建築設備に関する完了検査

の申請又は同法第18条第14項の

規定に基づく完了検査通知に係

る計画に同法第87条の２の昇降

機に係る部分が含まれる場合に

おける当該昇降機に関する完了

検査通知若しくは同条において

準用する同法第18条第14項の規

定に基づく建築設備に関する完

了検査通知に対する検査（第42

項に規定するものを除く。） 

略   39 建築設備に関

する完了検査

申請又は完了

検査通知手数

料 

建築基準法第７条第１項の規定

に基づく完了検査の申請に係る

計画に同法第87条の２の昇降機

に係る部分が含まれる場合にお

ける当該昇降機に関する完了検

査若しくは同条において準用す

る同法第７条第１項の規定に基

づく建築設備に関する完了検査

の申請又は同法第18条第16項の

規定に基づく完了検査通知に係

る計画に同法第87条の２の昇降

機に係る部分が含まれる場合に

おける当該昇降機に関する完了

検査通知若しくは同条において

準用する同法第18条第16項の規

定に基づく建築設備に関する完

了検査通知に対する検査（第42

項に規定するものを除く。） 

略  

 40 工作物に関す

る完了検査申

請又は完了検

査通知手数料

建築基準法第88条第１項若しく

は第２項において準用する同法

第７条第１項の規定に基づく工

作物に関する完了検査の申請又

は同法第18条第14項の規定に基

づく工作物に関する完了検査通

知に対する検査 

略   40 工作物に関す

る完了検査申

請又は完了検

査通知手数料

建築基準法第88条第１項若しく

は第２項において準用する同法

第７条第１項の規定に基づく工

作物に関する完了検査の申請又

は同法第18条第16項の規定に基

づく工作物に関する完了検査通

知に対する検査 

略  

41 中間検査を経建築基準法第７条略 略   41 中間検査を経建築基準法第７条略 略  
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  た建築物に関

する完了検査

申請又は完了

検査通知手数

料 

の３第１項の特定

工程に係る建築物

についての同法第

７条第１項の規定

に基づく建築物に

関する完了検査の

申請又は同法第18

条第14項の規定に

基づく建築物に関

する完了検査通知

に対する検査 

  た建築物に関

する完了検査

申請又は完了

検査通知手数

料 

の３第１項の特定

工程に係る建築物

についての同法第

７条第１項の規定

に基づく建築物に

関する完了検査の

申請又は同法第18

条第16項の規定に

基づく建築物に関

する完了検査通知

に対する検査（次

項に係るものを除

く。） 

 

       41の

２

 

中間検査を経

た建築物エネ

ルギー消費性

能適合性判定

を受けた建築

物に関する完

了検査申請又

は完了検査通

知手数料 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第12

条第１項に規定す

る建築物エネルギ

ー消費性能適合性

判定を受けた計画

による建築物（同

法及び都市の低炭

素化の促進に関す

る法律の規定によ

り適合判定通知書

の交付を受けたと

床面積の合計

が2,000平方

メートル以上

5,000平方メ

ートル以内の

場合 

前項に掲げる床

面積の合計の区

分に応じ、それぞ

れ当該手数料額

に125,000円を加

算した額 

 

床面積の合計

が5,000平方

メートルを超

え10,000平方

メートル以内

の場合 

前項に掲げる床

面積の合計の区

分に応じ、それぞ

れ当該手数料額

に162,000円を加

算した額 



議案番号 ２８ 

5/22  

現行 改正案 

         みなされる建築に

よる建築物を含

む。）に係る建築

基準法第７条の３

第１項の特定工程

に係る建築物につ

いての同法第７条

第１項の規定に基

づく建築物に関す

る完了検査の申請

又は建築物のエネ

ルギー消費性能の

向上に関する法律

第13条第２項に規

定する建築物エネ

ルギー消費性能適

合性判定を受けた

計画による建築物

に係る建築基準法

第18条第16項の規

定に基づく建築物

に関する完了検査

通知に対する検査

床面積の合計

が10,000平方

メートルを超

え25,000平方

メートル以内

の場合 

前項に掲げる床

面積の合計の区

分に応じ、それぞ

れ当該手数料額

に194,000円を加

算した額 

 

床面積の合計

が25,000平方

メートルを超

え50,000平方

メートル以内

の場合 

前項に掲げる床

面積の合計の区

分に応じ、それぞ

れ当該手数料額

に227,000円を加

算した額 

床面積の合計

が50,000平方

メートルを超

える場合 

前項に掲げる床

面積の合計の区

分に応じ、それぞ

れ当該手数料額

に294,000円を加

算した額 

  

42 中間検査を経

た昇降機に関

する完了検査

建築基準法第７条の３第１項の

特定工程に係る建築物につい

て、同法第７条第１項の規定に

略   42 中間検査を経

た昇降機に関

する完了検査

建築基準法第７条の３第１項の

特定工程に係る建築物につい

て、同法第７条第１項の規定に

略  
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 申請又は完了

検査通知手数

料 

基づく完了検査の申請に係る計

画に同法第87条の２の昇降機に

係る部分が含まれる場合におけ

る当該昇降機に関する完了検査

の申請又は同法第18条第14項の

規定に基づく完了検査通知に係

る計画に同法第87条の２の昇降

機に係る部分が含まれる場合に

おける当該昇降機に関する完了

検査通知に対する検査 

    申請又は完了

検査通知手数

料 

基づく完了検査の申請に係る計

画に同法第87条の２の昇降機に

係る部分が含まれる場合におけ

る当該昇降機に関する完了検査

の申請又は同法第18条第16項の

規定に基づく完了検査通知に係

る計画に同法第87条の２の昇降

機に係る部分が含まれる場合に

おける当該昇降機に関する完了

検査通知に対する検査 

 

 43 建築物に関す

る中間検査申

請又は中間検

査通知手数料

建築基準法第７条

の３第１項の規定

に基づく建築物に

関する中間検査の

申請又は同法第18

条第17項の規定に

基づく建築物に関

する中間検査通知

に対する検査 

略 略   43 建築物に関す

る中間検査申

請又は中間検

査通知手数料

建築基準法第７条

の３第１項の規定

に基づく建築物に

関する中間検査の

申請又は同法第18

条第19項の規定に

基づく建築物に関

する中間検査通知

に対する検査 

略 略  

 44 建築設備に関

する中間検査

申請又は中間

検査通知手数

料 

建築基準法第７条の３第１項の

規定に基づく中間検査の申請に

係る計画に同法第87条の２の昇

降機に係る部分が含まれる場合

における当該昇降機に関する中

間検査若しくは同条において準

用する同法第７条の３第１項の

略   44 建築設備に関

する中間検査

申請又は中間

検査通知手数

料 

建築基準法第７条の３第１項の

規定に基づく中間検査の申請に

係る計画に同法第87条の２の昇

降機に係る部分が含まれる場合

における当該昇降機に関する中

間検査若しくは同条において準

用する同法第７条の３第１項の

略  
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   規定に基づく建築設備に関する

中間検査の申請又は同法第18条

第17項の規定に基づく中間検査

通知に係る計画に同法第87条の

２の昇降機に係る部分が含まれ

る場合における当該昇降機に関

する中間検査若しくは同条にお

いて準用する同法第18条第17項

の規定に基づく建築設備に関す

る中間検査通知に対する検査 

     規定に基づく建築設備に関する

中間検査の申請又は同法第18条

第19項の規定に基づく中間検査

通知に係る計画に同法第87条の

２の昇降機に係る部分が含まれ

る場合における当該昇降機に関

する中間検査若しくは同条にお

いて準用する同法第18条第17項

の規定に基づく建築設備に関す

る中間検査通知に対する検査 

  

 45 工作物に関す

る中間検査申

請又は中間検

査通知手数料

建築基準法第88条第１項におい

て準用する同法第７条の３第１

項の規定に基づく工作物に関す

る中間検査の申請又は同法第18

条第17項の規定に基づく工作物

に関する中間検査通知に対する

検査 

略   45 工作物に関す

る中間検査申

請又は中間検

査通知手数料

建築基準法第88条第１項におい

て準用する同法第７条の３第１

項の規定に基づく工作物に関す

る中間検査の申請又は同法第18

条第19項の規定に基づく工作物

に関する中間検査通知に対する

検査 

略  

略 略 略 略   略 略 略 略  

65 特定防災街区

整備地区内に

おける建築物

の敷地面積の

特例許可申請

手数料 

建築基準法第67条の２第３項第

２号の規定に基づく建築物の敷

地面積の特例の許可の申請に対

する審査 

略   65 特定防災街区

整備地区内に

おける建築物

の敷地面積の

特例許可申請

手数料 

建築基準法第67条の３第３項第

２号の規定に基づく建築物の敷

地面積の特例の許可の申請に対

する審査 

略  

65の 

２ 

特定防災街区

整備地区内に

建築基準法第67条の２第５項第

２号の規定に基づく建築物の壁

略   65の 

２

特定防災街区

整備地区内に

建築基準法第67条の３第５項第

２号の規定に基づく建築物の壁

略  
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 おける建築物

の壁面の位置

の特例許可申

請手数料 

面の位置の特例の許可の申請に

対する審査 

    おける建築物

の壁面の位置

の特例許可申

請手数料 

面の位置の特例の許可の申請に

対する審査 

  

65の

３ 

特定防災街区

整備地区内に

おける建築物

の間口率及び

高さの許可申

請手数料 

建築基準法第67条の２第９項第

２号の規定に基づく建築物の間

口率及び高さの許可の申請に対

する審査 

略   65の

３

特定防災街区

整備地区内に

おける建築物

の間口率及び

高さの許可申

請手数料 

建築基準法第67条の３第９項第

２号の規定に基づく建築物の間

口率及び高さの許可の申請に対

する審査 

略  

略 略 略 略   略 略 略 略  

 76の

11 

低炭素建築物

新築等計画認

定申請手数料

都市の低炭素化の

促進に関する法律

（平成24年法律第

84号）第53条第１

項の規定に基づく

低炭素建築物新築

等計画の認定の申

請に対する審査

（次項に係るもの

を除く。以下この

項において同じ。）

のうち、一戸建て

の住宅に係る審査

（以下この項にお

いて「戸建住宅審 

床面積が200

平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も

の 

１ 件 に つ き

40,200円（建築基

準法第６条の２

第１項又は第７

条の２第１項の

規定による指定

を受けた指定確

認検査機関、エネ

ルギーの使用の

合理化等に関す

る法律（昭和54年

法律第49号）第76

条第１項に規定

する登録建築物

調査機関    

  76の

11

低炭素建築物

新築等計画認

定申請手数料

都市の低炭素化の

促進に関する法律

        

   第53条第１

項の規定に基づく

低炭素建築物新築

等計画の認定の申

請に対する審査

（次項に係るもの

を除く。以下この

項において同じ。）

のうち、一戸建て

の住宅に係る審査

（以下この項にお

いて「戸建住宅審

床面積が200

平方メートル

未満のもの 

 

１ 件 に つ き

40,200円（建築基

準法第６条の２

第１項又は第７

条の２第１項の

規定による指定

を受けた指定確

認検査機関、建築

物のエネルギー

消費性能の向上

に関する法律第

15条第１項に規

定する登録建築

物エネルギー消

費性能判定機関
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   査」という。）  又は住宅の品質

確保の促進等に

関する法律第５

条第１項に規定

する登録住宅性

能評価機関のう

ち市長が定める

ものにより、都市

の低炭素化の促

進に関する法律

第54条第１項各

号に掲げる基準

に適合すると認

められた計画（以

下この項及び第

76の13項におい

て「低炭素建築物

適合計画」とい

う。）である場合

に あ っ て は 、

6,700円） 

    査」という。）  又は住宅の品質

確保の促進等に

関する法律第５

条第１項に規定

する登録住宅性

能評価機関のう

ち市長が定める

ものにより、都市

の低炭素化の促

進に関する法律

第54条第１項各

号に掲げる基準

に適合すると認

められた計画（以

下この項及び第

76の13項におい

て「低炭素建築物

適合計画」とい

う。）である場合

に あ っ て は 、

6,700円） 

 

 略 略 略 略 略   略 略 略 略 略  

 76の

14 

略 略 略 略   76の

14

略 略 略 略  

        76の

14の 

建築物エネル

ギー消費性能

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

床 面 積 が

2,000平方メ

１件につき 

543,000円
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        ２ 適合性判定申

請手数料 

に関する法律第12

条第１項又は第13

条第２項の規定に

基づく建築物エネ

ルギー消費性能確

保計画に係る建築

物エネルギー消費

性能適合性判定に

対する審査のう

ち、同法第11条第

１項に規定する非

住宅部分（以下こ

の項、次項、第76

の15項、第76の17

項及び第76の19項

において「非住宅

部分」という。）

であって建築物エ

ネルギー消費性能

基準等を定める省

令（平成28年経済

産業省令・国土交

通省令第１号。以

下この項、次項、

第76の15項、第76

の17項及び第76の

ー ト ル 以 上

5,000平方メ

ートル未満の

もの 

 

床 面 積 が

5,000平方メ

ー ト ル 以 上

10,000平方メ

ートル未満の

もの 

１件につき 

669,000円

床 面 積 が

10,000平方メ

ー ト ル 以 上

25,000平方メ

ートル未満の

もの 

１件につき 

790,000円

床 面 積 が

25,000平方メ

ー ト ル 以 上

50,000平方メ

ートル未満の

もの 

１件につき 

901,000円           

床 面 積 が

50,000平方メ

ートル以上の

もの 

１件につき 

1,124,000円
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          19項において「基

準省令」という。）

第１条第１項第１

号イの基準を用い

たものに係る審査

   

          建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第12

条第１項又は第13

条第２項の規定に

基づく建築物エネ

ルギー消費性能確

保計画に係る建築

物エネルギー消費

性能適合性判定に

対する審査のう

ち、非住宅部分で

あって基準省令第

１条第１項第１号

ロの基準を用いた

ものに係る審査 

床 面 積 が

2,000平方メ

ー ト ル 以 上

5,000平方メ

ートル未満の

もの 

１件につき 

245,000円

 

床 面 積 が

5,000平方メ

ー ト ル 以 上

10,000平方メ

ートル未満の

もの 

１件につき 

320,000円

床 面 積 が

10,000平方メ

ー ト ル 以 上

25,000平方メ

ートル未満の

もの 

１件につき 

384,000円

           床 面 積 が

25,000平方メ

ー トル以上

１件につき 

450,000円
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           50,000平方メ

ートル未満の

もの 

 

床 面 積 が１件につき 

   50,000平方メ

ートル以上の

もの 

583,000円

        76の

14の

３

建築物エネル

ギー消費性能

確保計画変更

手数料 

 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第12

条第２項又は第13

条第３項の規定に

基づく建築物エネ

ルギー消費性能確

保計画の変更に対

する審査のうち、

非住宅部分であっ

て基準省令第１条

第１項第１号イの

基準を用いたもの

に係る審査 

床面積が300

平方メートル

未満のもの 

１件につき 

236,000円

 

 

         床面積が300

平方メートル

以上2,000平

方メートル未

満のもの 

１件につき 

381,000円

 

 

          床 面 積 が

2,000平方メ

ー ト ル 以 上

5,000平方メ

ートル未満の

もの 

１件につき 

543,000円

 

           床 面 積 が

5,000平方メ

ー ト ル 以 上

10,000平方メ

ートル未満の

１件につき 

669,000円
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もの 

           床 面 積 が

10,000平方メ

ー トル以上

１件につき 

790,000円

 

 

25,000平方メ

ートル未満の

もの 

 

床 面 積 が

25,000平方メ

ー ト ル 以 上

50,000平方メ

ートル未満の

もの 

１件につき 

901,000円

床 面 積 が

50,000平方メ

ートル以上の

もの 

１件につき 

1,124,000円

 

          建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第12

条第２項又は第13

条第３項の規定に

基づく建築物エネ

ルギー消費性能確

保計画の変更に対

床面積が300

平方メートル

未満のもの 

１件につき 

91,600円

 

          床面積が300

平方メートル

以上2,000平

方メートル未

満のもの 

１件につき 

152,000円
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          する審査のうち、

非住宅部分であっ

て基準省令第１条

第１項第１号ロの

基準を用いたもの

に係る審査 

床 面 積 が

2,000平方メ

ー ト ル 以 上

5,000平方メ

ートル未満の

１件につき 

245,000円

 

もの 

          床 面 積 が

5,000平方メ

ー ト ル 以 上

10,000平方メ

ートル未満の

もの 

１件につき 

320,000円

 

 

 

          床 面 積 が

10,000平方メ

ー ト ル 以 上

25,000平方メ

ートル未満の

もの 

１件につき 

384,000円

 

          床 面 積 が

25,000平方メ

ー ト ル 以 上

50,000平方メ

ートル未満の

もの 

１件につき 

450,000円

 

           床 面 積 が

50,000平方メ

１件につき 

583,000円
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           ートル以上の

もの 

 

        76の

14の

４

建築物エネル

ギー消費性能

確保計画軽微

変更証明書交

付手数料 

建築物のエネルギー消費性能の

向上に関する法律施行規則（平

成28年国土交通省令第５号）第

11条の規定に基づく建築物エネ

ルギー消費性能確保計画の軽微

な変更に関する証明書の交付 

前項に掲げる手

数料額と同一の

額 

 

 76の

15 

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画認定

申請手数料 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律（平

成27年法律第53

号）第29条第１項

の規定に基づく建

築物エネルギー消

費性能向上計画の

認定の申請に対す

る審査（次項に係

るものを除く。以

下この項において 

同じ。）のうち、

一戸建ての住宅に

係る審査（以下こ

の項において「戸

建住宅審査」とい

う。） 

床面積が200

平方メートル

未満のもの 

１ 件 に つ き

36,800円（エネル

ギーの使用の合

理化等に関する

法律第76条第１

項に規定する登

録建築物調査機

関       

      又

は住宅の品質確

保の促進等に関

する法律第５条

第１項に規定す

る登録住宅性能

評価機関のうち

市長が定めるも

のにより、建築物

のエネルギー消

  76の

15

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画認定

申請手数料 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律  

        

  第29条第１項

の規定に基づく建

築物エネルギー消

費性能向上計画の

認定の申請に対す

る審査（次項に係

るものを除く。以

下この項において

同じ。）のうち、

一戸建ての住宅に

係る審査（以下こ

の項において「戸

建住宅審査」とい

う。） 

床面積が200

平方メートル

未満のもの 

１ 件 に つ き

36,800円（建築物

のエネルギー消

費性能の向上に

関する法律第15

条第１項に規定

する登録建築物

エネルギー消費

性能判定機関又

は住宅の品質確

保の促進等に関

する法律第５条

第１項に規定す

る登録住宅性能

評価機関のうち

市長が定めるも

のにより、建築物

のエネルギー消
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費性能の向上に

関する法律第30

条第１項各号に

掲げる基準に適

合すると認めら

れた計画（以下こ

の項及び第76の

17項において「建

築物エネルギー

消費性能向上基

準適合計画」とい

う。）である場合

に あ っ て は 、

6,700円） 

費性能の向上に

関する法律第30

条第１項各号に

掲げる基準に適

合すると認めら

れた計画（以下こ

の項及び第76の

17項において「建

築物エネルギー

消費性能向上基

準適合計画」とい

う。）である場合

に あ っ て は 、

6,700円） 

    略 略      略 略  

   略 略 略     略 略 略  

   建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第29

条第１項の規定に

基づく建築物エネ

ルギー消費性能向 

上計画の認定の申

請に対する審査の

うち、同法第11条

第１項に規定する 

略 略     建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第29

条第１項の規定に

基づく建築物エネ

ルギー消費性能向

上計画の認定の申

請に対する審査の

うち、非住宅部分

であって基準省令

略 略  
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   非住宅部分（以下

この項、第76の17

項及び第76の19項

において「非住宅

部分」という。） 

      第 10条第１号イ

(１)及びロ(１)  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       の

基準を用いたもの

に係る審査（以下

この項において

「非住宅標準審

査」という。） 

   

であって建築物エ

ネルギー消費性能

基準等を定める省

令（平成28年経済

産業省令・国土交

通省令第１号。以

下この項、第76の

17項及び第76の19

項において「基準

省令」という。）

第８条第１号イ

(１)及びロ(１)の

基準を用いたもの

に係る審査（以下

この項において

「非住宅標準審

査」という。） 

  

   建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第29

条第１項の規定に 

略 略     建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第29

条第１項の規定に

略 略  
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   基づく建築物エネ

ルギー消費性能向

上計画の認定の申

請に対する審査の

うち、非住宅部分

であって基準省令

第８条第１号イ

(２)及びロ(２)の

基準を用いたもの

に係る審査（以下

この項において

「非住宅モデル審

査」という。） 

      基づく建築物エネ

ルギー消費性能向

上計画の認定の申

請に対する審査の

うち、非住宅部分

   

であって基準省令

第 10条第１号イ

(２)及びロ(２)の

基準を用いたもの

に係る審査（以下

この項において

「非住宅モデル審

査」という。） 

   

   略 略 略     略 略 略  

略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 

 76の

17 

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画変更

認定申請手数

料 

略 略 略   76の

17

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画変更

認定申請手数

料 

略 略 略  

 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第31

条第２項において

準用する同法第29

条第１項の規定に

基づく建築物エネ

ルギー消費性能向

上計画の変更の認

定の申請に対する 

略 略   建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第31

条第２項において

準用する同法第29

条第１項の規定に

基づく建築物エネ

ルギー消費性能向

上計画の変更の認

定の申請に対する

略 略  
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   審査のうち、非住

宅部分であって基

準省令第８条第１

号イ(１)及びロ

(１)の基準を用い

たものに係る審査

（以下この項にお

いて「非住宅標準

審査」という。） 

      審査のうち、非住

宅部分であって基

準省令第10条第１

号イ(１ )及びロ

(１)の基準を用い

たものに係る審査

（以下この項にお

いて「非住宅標準

審査」という。）

   

   建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第31

条第２項において

準用する同法第29

条第１項の規定に

基づく建築物エネ

ルギー消費性能向

上計画の変更の認

定の申請に対する

審査のうち、非住

宅部分であって基

準省令第８条第１

号イ(２)及びロ

(２)の基準を用い

たものに係る審査

（以下この項にお 

略 略     建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第31

条第２項において

準用する同法第29

条第１項の規定に

基づく建築物エネ

ルギー消費性能向

上計画の変更の認

定の申請に対する

審査のうち、非住

宅部分であって基

準省令第10条第１

号イ(２ )及びロ

(２)の基準を用い

たものに係る審査

（以下この項にお

略 略  
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   いて「非住宅モデ

ル審査」という。） 

    いて「非住宅モデ

ル審査」という。）

 

   略 略 略     略 略 略  

略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 

 76の

19 

建築物エネル

ギー消費性能

基準適合認定

申請手数料 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第36

条第１項の規定に

基づく建築物エネ

ルギー消費性能基

準適合の認定の申

請に対する審査の

うち、一戸建ての

住宅であって基準

省令第１条第１項

第２号イ(１)及び

ロ(１)の基準を用

いたものに係る審

査（以下この項に

おいて「戸建住宅

性能審査」とい

う。） 

床面積が200

平 方 メ ー ト

ル 未 満 の も

の 

１ 件 に つ き

36,800円（エネル

ギーの使用の合

理化等に関する

法律第76条第１

項に規定する登

録建築物調査機

関       

      又

は住宅の品質確

保の促進等に関

する法律第５条

第１項に規定す

る登録住宅性能

評価機関のうち

市長が定めるも

のにより、建築物

のエネルギー消

費性能の向上に

関する法律第２

条第１項第３号

に掲げる基準に

  76の

19

建築物エネル

ギー消費性能

基準適合認定

申請手数料 

建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律第36

条第１項の規定に

基づく建築物エネ

ルギー消費性能基

準適合の認定の申

請に対する審査の

うち、一戸建ての

住宅であって基準

省令第１条第１項

第２号イ(１)及び

ロ(１)の基準を用

いたものに係る審

査（以下この項に

おいて「戸建住宅

性能審査」とい

う。） 

床面積が200

平方メートル

未満のもの 

１ 件 に つ き

36,800円（建築物

のエネルギー消

費性能の向上に

関する法律第15

条第１項に規定

する登録建築物

エネルギー消費

性能判定機関又

は住宅の品質確

保の促進等に関

する法律第５条

第１項に規定す

る登録住宅性能

評価機関のうち

市長が定めるも

のにより、建築物

のエネルギー消

費性能の向上に

関する法律第２

条第１項第３号

に掲げる基準に 
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     適合すると認め

られた建築物（以

下この項におい

て「建築物エネル

ギー消費性能基

準適合建築物」と

いう。）である場

合にあっては、

6,700円） 

      適合すると認め

られた建築物（以

下この項におい

て「建築物エネル

ギー消費性能基

準適合建築物」と

いう。）である場

合にあっては、

6,700円） 

 

    略 略      略 略  

   略     略  

備考       備考      

 １～６ 略 １～６ 略  

 ７ 第38の２項及び第41の２項に規定する床面積の合計は、建築物

エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物の部分の床面積に

ついて算定する。 

 

 ７～11 略 ８～12 略  

  13 第76の14の２項に規定する床面積は、建築物エネルギー消費性

能適合性判定に係る建築物の部分の床面積について算定する。 

 

  14 第76の14の３項に規定する床面積は、認定を受けた建築物エネ

ルギー消費性能適合性判定の変更に係る部分の床面積(床面積の

増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の２分の

１について算定する。 

 

  15 第76の15項に規定する床面積は、建築物エネルギー消費性能向

上計画の認定に係る建築物の部分の床面積について算定する。 

 

  16 第76の17項に規定する床面積は、認定を受けた建築物エネルギ  
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ー消費性能向上計画の変更に係る部分の床面積(床面積の増加す

る部分にあっては、当該増加する部分の床面積)の２分の１につ

いて算定する。 

  17 第76の19項に規定する床面積は、建築物エネルギー消費性能基

準適合性認定に係る建築物の部分の床面積について算定する。 

 

 12～14 略 18～20 略  
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奈良市税条例 新旧対照表（第１条による改正） 

  

現行 改正案 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第28条 第13条第１項第１号の者は、３月15日までに、市長が定める様式によ

る申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の６第１項

又は第４項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出

する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受

けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかつたもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しな

かつた者で社会保険料控除額（令第48条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは法第314条の２第５項に規

定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除

額の控除、法第313条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に

規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第24条の２第１項（同

項第２号に掲げる寄附金（特定非営利活動促進法第２条第３項に規定する認

定特定非営利活動法人及び同条第４項に規定する仮認定特定非営利活動法人

 に対するものを除く。第５項において同じ。）に係る部分を除く。）及び

第２項の規定によつて控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控

除額」という。）の控除を受けようとするものを除く。次項及び第３項にお

いて「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。）については、こ

の限りでない。 

第28条 第13条第１項第１号の者は、３月15日までに、市長が定める様式によ

る申告書を市長に提出しなければならない。ただし、法第317条の６第１項

又は第４項の規定によつて給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出

する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金等の支払を受

けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかつたもの（公的年金等に係る所得以外の所得を有しな

かつた者で社会保険料控除額（令第48条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除

額、勤労学生控除額、配偶者特別控除額若しくは法第314条の２第５項に規

定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除

額の控除、法第313条第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に

規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第24条の２第１項（同

項第２号に掲げる寄附金（特定非営利活動促進法第２条第３項に規定する認

定特定非営利活動法人及び同条第４項に規定する特例認定特定非営利活動法 

人に対するものを除く。第５項において同じ。）に係る部分を除く。）及び

第２項の規定によつて控除すべき金額（以下この条において「寄附金税額控

除額」という。）の控除を受けようとするものを除く。次項及び第３項にお

いて「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。）については、こ

の限りでない。 

２～８ 略 ２～８ 略 

附 則 附 則 

（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除） 

第７条の３ 略 第７条の３ 略 

第７条の３の２ 平成22年度から平成41年度までの各年度分の個人の市民税に第７条の３の２ 平成22年度から平成43年度までの各年度分の個人の市民税に
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現行 改正案 

限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又

は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成11年から平成18

年まで又は平成21年から平成31年までの各年である場合に限る。）におい

て、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第６

項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定す

るところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第22条及び第24条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する。 

限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又

は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成11年から平成18

年まで又は平成21年から平成33年までの各年である場合に限る。）におい

て、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第６

項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定す

るところにより控除すべき額を、当該納税義務者の第22条及び第24条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例） 

第22条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両番号の指定

（以下この条において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算

して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第90条

の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる   規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第22条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両番号の指定

（以下この条において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算

して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第90条

の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第90条第２号 3,900円 4,600円 

6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 
 

第２号 3,900円 4,600円 

6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 

２ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車に対

する第90条の規定の適用については、当該軽自動車が平成27年４月１日から

平成28年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成

28年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる   規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

２ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる 三輪以上の軽自動車に対

する第90条の規定の適用については、当該軽自動車が平成28年４月１日から

平成29年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成29年

度分  の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第90条第２号 3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 
 

第２号 3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 
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 10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 
 

 10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 

３ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車（ガ

ソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）に

対する第90条の規定の適用については、当該軽自動車が平成27年４月１日か

ら平成28年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平

成28年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる   規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

３ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げる 三輪以上の軽自動車（ガ

ソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）に

対する第90条の規定の適用については、当該軽自動車が平成28年４月１日か

ら平成29年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成29

年度分  の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第90条第２号 3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 
 

第２号 3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 

４ 法附則第30条第５項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車（前

項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第90条の規定の適用につい

ては、当該軽自動車が平成27年４月１日から平成28年３月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合において、平成28年度分の軽自動車税に限り、

次の表の左欄に掲げる   規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

４ 法附則第30条第５項第１号及び第２号に掲げる 三輪以上の軽自動車（前

項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第90条の規定の適用につい

ては、当該軽自動車が平成28年４月１日から平成29年３月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には、平成29年度分  の軽自動車税に限り、

次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

第90条第２号 3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
 

第２号 3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
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（納税証明事項） （納税証明事項） 

第８条 地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」とい

う。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭和26年法律

第185号）第59条第１項に規定する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車

について天災その他やむを得ない理由により軽自動車税を滞納している場合

においてその旨とする。 

第８条 地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」とい

う。）第１条の９第２号に規定する事項は、道路運送車両法（昭和26年法律

第185号）第59条第１項に規定する検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車

について天災その他やむを得ない理由により種別割  を滞納している場合

においてその旨とする。 

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） （納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） 

第10条 納税者又は特別徴収義務者は、第33条、第39条、第40条若しくは第43

条（第54条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第

44条の４第１項（第44条の５第３項において準用する場合を含む。以下この

条において同じ。）、第45条第１項（法第321条の８第22項及び第23項の申

告書に係る部分を除く。）、第53条、第74条         、第91条第

２項、第107条第１項若しくは第２項、第111条第２項、第135条第１項、第

141条第３項、第154条第１項又は第162条に規定する納期限後にその税金を

納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額にそ

の納期限（納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以

下第１号、第２号及び第５号において同じ。）の翌日から納付又は納入の日

までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント（次の各号に掲げる税額の区分

に応じ、第１号から第４号までに掲げる期間並びに第５号及び第６号に定め

る日までの期間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し、又は納入書によつ

て納入しなければならない。 

第10条 納税者又は特別徴収義務者は、第33条、第39条、第40条若しくは第43

条（第54条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第

44条の４第１項（第44条の５第３項において準用する場合を含む。以下この

条において同じ。）、第45条第１項（法第321条の８第22項及び第23項の申

告書に係る部分を除く。）、第53条、第74条、第88条の７第１項、第91条第

２項、第107条第１項若しくは第２項、第111条第２項、第135条第１項、第

141条第３項、第154条第１項又は第162条に規定する納期限後にその税金を

納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額にそ

の納期限（納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以

下第１号、第２号及び第５号において同じ。）の翌日から納付又は納入の日

までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント（次の各号に掲げる税額の区分

に応じ、第１号から第４号までに掲げる期間並びに第５号及び第６号に定め

る日までの期間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金

額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し、又は納入書によつ

て納入しなければならない。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 第107条第１項             若しくは第２項の申告

書、第135条第１項の申告書又は第154条第１項の申告書に係る税額（第４

(２) 第88条の７第１項の申告書、第107条第１項若しくは第２項の申告

書、第135条第１項の申告書又は第154条第１項の申告書に係る税額（第４
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号に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過

する日までの期間 

号に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過

する日までの期間 

(３) 第107条第１項             若しくは第２項の申告

書、第135条第１項の申告書又は第154条第１項の申告書でその提出期限後

に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日

から１月を経過する日までの期間 

(３) 第88条の７第１項の申告書、第107条第１項若しくは第２項の申告

書、第135条第１項の申告書又は第154条第１項の申告書でその提出期限後

に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日

から１月を経過する日までの期間 

(４)～(６) 略 (４)～(６) 略 

（法人税割の税率） （法人税割の税率） 

第23条 法人税割の税率は、100分の12.1とする。 第23条 法人税割の税率は、100分の8.4 とする。 

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第88条 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪

の小型自動車（以下軽自動車税について「軽自動車等」という。）に対し、

その所有者に課する。 

第88条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車に対し、当該三輪以上の軽自動車

の取得者に環境性能割によつて、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動

車及び二輪の小型自動車（以下軽自動車税について「軽自動車等」とい

う。）に対し、当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。 

２ 軽自動車等の売買があつた場合において、売主が当該軽自動車等の所有権

を留保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、買主を当該軽自

動車等の所有者とみなす。 

２ 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には、法第443条第２項に規

定する者を含まないものとする。 

３ 軽自動車等の所有者が法第443条第１項の規定によつて軽自動車税を課す

ることができない者である場合においては          、その使用

者に課する。ただし、公用又は公共の用に供するもの   については、こ

れを課さない。 

３ 軽自動車等の所有者が法第445条第１項の規定により種別割   を課す

ることができない者である場合には、第１項の規定にかかわらず、その使用

者に課する。ただし、公用又は公共の用に供する軽自動車等については、こ

れを課さない。 

（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲） （軽自動車税のみなす課税） 

第88条の２ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の

用に供する救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。 

第88条の２ 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を

留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第１

項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者（以下この節において「三輪以上

の軽自動車の取得者」という。）又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自

動車税を課する。 
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 ２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変

更があつたときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は

軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

 ３ 法第444条第３項に規定する販売業者等（以下この項において「販売業者

等」という。）が、その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販

売のためその他運行（道路運送車両法第２条第５項に規定する運行をいう。

次項において同じ。）以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車

について、当該販売業者等が、法第444条第３項に規定する車両番号の指定

を受けた場合（当該車両番号の指定前に第１項の規定の適用を受ける売買契

約の締結が行われた場合を除く。）には、当該販売業者等を三輪以上の軽自

動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。 

 

 

４ 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が、当該三輪以上の軽自

動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該三輪以上

の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなし

て、環境性能割を課する。 

 （日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲） 

 第88条の３ 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち直接その本来の事業の

用に供する救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。 

 （環境性能割の課税標準） 

 

 

第88条の４ 環境性能割の課税標準は、三輪以上の軽自動車の取得のために通

常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額

とする。 

 （環境性能割の税率） 

 第88条の５ 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割

の税率は、当該各号に定める率とする。 

 (１) 法第451条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けるもの 100分の１ 
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 (２) 法第451条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けるもの 100分の２ 

 (３) 法第451条第３項の規定の適用を受けるもの 100分の３ 

 （環境性能割の徴収の方法） 

 

 

第88条の６ 環境性能割の徴収については、申告納付の方法によらなければな

らない。 

 （環境性能割の申告納付） 

 第88条の７ 環境性能割の納税義務者は、法第454条第１項各号に掲げる三輪

以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則

第33号の４様式による申告書を市長に提出するとともに、その申告に係る環

境性能割額を納付しなければならない。 

 

 

２ 三輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納税義務者を除く。）は、法

第454条第１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日まで

に、施行規則第33号の４様式による報告書を市長に提出しなければならな

い。 

 （環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

 第88条の８ 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し、又は報告す

べき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、

その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

 ２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。 

 

 

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期

限は、その発付の日から10日以内とする。 

 （環境性能割の減免） 

 第88条の９ 市長は、公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は第97条

第１項各号に掲げる軽自動車等（三輪以上のものに限る。）のうち必要と認

めるものに対しては、環境性能割を減免する。 

 ２ 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項
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 については、規則で定める。 

（軽自動車税の課税免除） （種別割  の課税免除） 

第89条 商品であつて使用しない軽自動車等に対しては、軽自動車税を課さな

い。 

第89条 商品であつて使用しない軽自動車等に対しては、種別割  を課さな

い。 

（軽自動車税の税率） （種別割  の税率） 

第90条 軽自動車税の税率は、次の各号に掲げる軽自動車等に対し 、１台に

ついて、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第90条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、１台に

ついて、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(１) 略 (１) 略 

(２) 軽自動車 (２) 軽自動車 

ア・イ 略 ア・イ 略 

ウ 四輪以上のもの ウ 四輪以上のもの 

乗用のもの (ア) 乗用のもの 

営業用 年額 6,900円 営業用 年額 6,900円 

自家用 年額 10,800円 自家用 年額 10,800円 

貨物用のもの (イ) 貨物用のもの 

営業用 年額 3,800円 営業用 年額 3,800円 

自家用 年額 5,000円 自家用 年額 5,000円 

(３)・(４) 略 (３)・(４) 略 

（軽自動車税の賦課期日及び納期） （種別割  の賦課期日及び納期） 

第91条 軽自動車税の賦課期日は、４月１日とする。 第91条 種別割  の賦課期日は、４月１日とする。 

２ 軽自動車税の納期は、５月15日から同月31日までとする。 ２ 種別割  の納期は、５月15日から同月31日までとする。 

（軽自動車税の徴収の方法） （種別割  の徴収の方法） 

第93条 軽自動車税は、普通徴収の方法によつて徴収する。 第93条 種別割  は、普通徴収の方法によつて徴収する。 

（軽自動車税に関する申告又は報告） （種別割  に関する申告又は報告） 

第94条 軽自動車税の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者（以下

本節 において「軽自動車等の所有者等」という。）は、軽自動車等の所有

者等となつた日から15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又

第94条 種別割  の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者（以下

この節において「軽自動車等の所有者等」という。）は、軽自動車等の所有

者等となつた日から15日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又
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は使用者にあつては施行規則第33号の４様式  による申告書、原動機付自

転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の５

様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、市

長は、必要があると認めるときは、その者の住所を証明する書類の提出を求

めることができる。 

は使用者にあつては施行規則第33号の４の２様式による申告書、原動機付自

転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の５

様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において、市

長は、必要があると認めるときは、その者の住所を証明する書類の提出を求

めることができる。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があつた場合に

おいては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があつた事項につ

いて軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則

第33号の４様式  による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所

有者又は使用者については施行規則第33号の５様式による申告書を市長に提

出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合

については、この限りでない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事項について変更があつた場合に

おいては、その事由が生じた日から15日以内に、当該変更があつた事項につ

いて軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則

第33号の４の２様式による申告書、原動機付自転車及び小型特殊自動車の所

有者又は使用者については施行規則第33号の５様式による申告書を市長に提

出しなければならない。ただし、次項の規定により申告書を提出すべき場合

については、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、軽自動車等の所有者等でなくな

つた日から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者

については施行規則第33号の４様式  による申告書、原動機付自転車及び

小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第34号様式による申

告書を市長に提出しなければならない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、軽自動車等の所有者等でなくな

つた日から30日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者

については施行規則第33号の４の２様式による申告書、原動機付自転車及び

小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第34号様式による申

告書を市長に提出しなければならない。 

４ 法第443条第１項若しくは第88条の２又は第88条第３項ただし書の規定に

よつて軽自動車税を課することのできない軽自動車等で主たる定置場が市内

に所在するものの所有者又は使用者については、前３項の規定を準用する。

４ 法第443条第１項若しくは第88条の３又は第88条第３項ただし書の規定に

よつて軽自動車税を課することのできない軽自動車等で主たる定置場が市内

に所在するものの所有者又は使用者については、前３項の規定を準用する。 

５ 第88条第２項  に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車

等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合に

は、当該請求があつた日から15日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報

告書を市長に提出しなければならない。 

５ 第88条の２第１項に規定する軽自動車等の売主は、市長から当該軽自動車

等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合に

は、当該請求があつた日から15日以内に次の各号に掲げる事項を記載した報

告書を市長に提出しなければならない。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

（軽自動車税に係る不申告等に関する過料） （種別割  に係る不申告等に関する過料） 

第95条 軽自動車等の所有者等又は第88条第２項  に規定する軽自動車等の第95条 軽自動車等の所有者等又は第88条の２第１項に規定する軽自動車等の
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売主が前条第１項から第３項まで又は第５項の規定によつて申告し、又は報

告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合に

おいては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

売主が前条第１項から第３項まで又は第５項の規定によつて申告し、又は報

告すべき事項について正当な理由がなくて申告又は報告をしなかつた場合に

おいては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（軽自動車税の減免） （種別割  の減免） 

第96条 市長は、公益のため直接専用するものと認める        もの

又は市長が特に必要と認めるものに対しては、軽自動車税を減免することが

できる。 

第96条 市長は、公益のため直接専用する軽自動車等のうち必要と認めるもの

又は市長が特に必要と認めるものに対しては、種別割  を減免する    

   。 

２ 前項の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限まで

に、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各号に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、

これを市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によつて種別割  の減免を受けようとする者は、納期限まで

に、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各号に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し、

これを市長に提出しなければならない。 

(１)～(８) 略 (１)～(８) 略 

３ 第１項の規定によつて軽自動車税の減免を受けた者は、その事由が消滅し

た場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

３ 第１項の規定によつて種別割  の減免を受けた者は、その事由が消滅し

た場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免） （身体障害者等に対する種別割  の減免） 

第97条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等           に対し

ては、軽自動車税を減免することができる。 

第97条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対し

ては、種別割  を減免する      。 

(１) 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」という。）又

は精神に障害を有し歩行が困難な者（以下「精神障害者」という。）が所

有する軽自動車等（身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生

計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。）で、当該身体障害者、当

該身体障害者若しくは精神障害者（以下「身体障害者等」という。）のた

めに当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等（身体障

害者等のみで構成される世帯の者に限る。）のために当該身体障害者等

（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者が

運転するもののうち、市長が必要と認めるもの（１台に限る。） 

(１) 身体に障害を有し歩行が困難な者（以下「身体障害者」という。）又

は精神に障害を有し歩行が困難な者（以下「精神障害者」という。）が所

有する軽自動車等（身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生

計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。）で、当該身体障害者、当

該身体障害者若しくは精神障害者（以下「身体障害者等」という。）のた

めに当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等（身体障

害者等のみで構成される世帯の者に限る。）のために当該身体障害者等

（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者が

運転するもの               （１台に限る。） 
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(２) 略 (２) 略 

２ 前項第１号の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期

限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15

条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和38年

法律第168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身

体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳とする。

以下この項において「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣の定める

ところにより交付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」とい

う。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123

号）第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項に

おいて「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和35年法

律第105号）第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と

生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世

帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この項において「運

転免許証」という。）を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載し

た申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなけれ

ばならない。 

２ 前項第１号の規定によつて種別割  の減免を受けようとする者は、納期

限までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15

条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和38年

法律第168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身

体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳とする。

以下この項において「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣の定める

ところにより交付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」とい

う。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123

号）第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項に

おいて「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和35年法

律第105号）第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と

生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世

帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この項において「運

転免許証」という。）を提示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載し

た申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなけれ

ばならない。 

(１)～(６) 略 (１)～(６) 略 

３ 第１項第２号の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、納

期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市長が、当該軽自動車

等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出）を

するとともに、前条第２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなけ

ればならない。 

３ 第１項第２号の規定によつて種別割  の減免を受けようとする者は、納

期限までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市長が、当該軽自動車

等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提出）を

するとともに、前条第２項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなけ

ればならない。 

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定によつて軽自動車税の減免を受けてい

る者について準用する。 

４ 前条第３項の規定は、第１項の規定によつて種別割  の減免を受けてい

る者について準用する。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） （原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等） 

第98条 略  第98条 略  
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２ 法第443条第１項若しくは第88条の２又は第88条第３項ただし書の規定に

よつて軽自動車税を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動

車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が市内に所在することとなつた

ときは、市長に対し、第94条第４項において準用する同条第１項の申告書を

提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなけ

ればならない。軽自動車税を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動

車が法第443条第１項若しくは第88条の２又は第88条第３項ただし書の規定

によつて軽自動車税を課されないこととなつたときにおける当該原動機付自

転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、同様とす

る。 

２ 法第445条第１項若しくは第88条の３又は第88条第３項ただし書の規定に

よつて種別割  を課することのできない原動機付自転車又は小型特殊自動

車の所有者又は使用者は、その主たる定置場が市内に所在することとなつた

ときは、市長に対し、第94条第４項において準用する同条第１項の申告書を

提出する際、標識交付申請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の提示をして、その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなけ

ればならない。種別割  を課されるべき原動機付自転車又は小型特殊自動

車が法第445条第１項若しくは第88条の３又は第88条第３項ただし書の規定

によつて種別割  を課されないこととなつたときにおける当該原動機付自

転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者についても、また、同様とす

る。 

３～６ 略 ３～６ 略 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転

車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなつたと

き、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有し若しくは使用しないこ

ととなつたとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して軽自動

車税が課されることとなつたときは、市長に対し、第94条第４項において準

用する同条第３項の申告書を提出する際、その標識及び証明書を返納しなけ

ればならない。 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付を受けた者は、当該原動機付自転

車又は小型特殊自動車の主たる定置場が市内に所在しないこととなつたと

き、当該原動機付自転車又は小型特殊自動車を所有し若しくは使用しないこ

ととなつたとき又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に対して種別割

が課されることとなつたときは、市長に対し、第94条第４項において準用す

る同条第３項の申告書を提出する際、その標識及び証明書を返納しなければ

ならない。 

８・９ 略 ８・９ 略 

附 則 附 則 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第21条 削除 第21条 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章第２節の規

定にかかわらず、県が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行う

ものとする。 

 （軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

 第21条の２ 市長は、当分の間、第88条の９の規定にかかわらず、県知事が自
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 動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める三

輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免する。 

 （軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例） 

 

 

第21条の３ 第88条の７の規定による申告納付については、当分の間、同条中

「市長」とあるのは、「県知事」とする。 

 （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付） 

 

 

第21条の４ 市は、県が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行

うために要する費用を補償するため、法附則第29条の16第１項に掲げる金額

の合計額を、徴収取扱費として県に交付する。 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

 第21条の５ 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第88条の５の規定の適用に

ついては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 第１号 100分の１ 100分の0.5 

第２号 100分の２ 100分の１ 

第３号 100分の３ 100分の２ 

 

 

２ 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第88条の５（第３号に係る部分に限

る。）の規定の適用については、同号中「100分の３」とあるのは、「100分

の２」とする。 

（軽自動車税    の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第22条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両番号の指定

（以下この条において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算

して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税    に係

る第90条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第22条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が最初の法第444条第３項に規定する       車両番号の指定

（以下この条において「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算

して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係

る第90条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 
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第90条第２号 3,900円 4,600円 

6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 
 

第２号イ 3,900円 4,600円 

第２号ウ（ア） 6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

第２号ウ（イ） 3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 

２ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車に対す

る第90条の規定の適用については、当該軽自動車が平成28年４月１日から平

成29年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成29年度

分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

第２号 3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 
 

 

３ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（ガソ

リンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同じ。）に対

する第90条の規定の適用については、当該軽自動車が平成28年４月１日から

平成29年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には、平成29年

度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 

第２号 3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 
 

 

４ 法附則第30条第５項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（前項 
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の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第90条の規定の適用について

は、当該軽自動車が平成28年４月１日から平成29年３月31日までの間に初回

車両番号指定を受けた場合には、平成29年度分の軽自動車税に限り、次の表

の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

第２号 3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
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奈良市税条例等の一部を改正する条例（平成26年奈良市条例第25号） 新旧対照表（第３条による改正） 

 

現行 改正案 

附 則 附 則 

第６条 平成27年３月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規

定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動

車税    に係る新条例第90条及び新条例附則第22条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる    規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第６条 平成27年３月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規

定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動

車税の種別割に係る奈良市税条例第90条及び附則第22条の規定の適用につい

ては、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

新条例第90条第２号 3,900円 3,100円 

6,900円 5,500円 

10,800円 7,200円 

3,800円 3,000円 

5,000円 4,000円 

新条例附則第22条第

１項の表以外の部分

第90条 奈良市税条例等の一部を

改正する条例（平成26年

奈良市条例第25号。以下

この条において「平成26

年改正条例」という。）

附則第６条の規定により

読み替えて適用される第

90条 

新条例附則第22条第

１項の表第90条第２

号の項 

第90条第２号 平成26年改正条例附則第

６条の規定により読み替

えて適用される第90条第

２号 

3,900円 3,100円 

6,900円 5,500円 
 

第90条第２号イ 3,900円 3,100円 

第90条第２号ウ(ア) 6,900円 5,500円 

10,800円 7,200円 

第90条第２号ウ(イ) 3,800円 3,000円 

5,000円 4,000円 

附則第22条第１項 

 

第90条 奈良市税条例等の一部を

改正する条例（平成26年

奈良市条例第25号。以下

この条において「平成26

年改正条例」という。）

附則第６条の規定により

読み替えて適用される第

90条 

附則第22条第１項の

表第２号イの項 

第２号イ 平成26年改正条例附則第

６条の規定により読み替

えて適用される第90条第

２号イ 

3,900円 3,100円 

附則第22条第１項の 第２号ウ(ア) 平成26年改正条例附則第 
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 10,800円 7,200円 

3,800円 3,000円 

5,000円 4,000円 
 

表第２号ウ(ア)の項  ６条の規定により読み替

えて適用される第90条第

２号ウ(ア) 

6,900円 5,500円 

10,800円 7,200円 

附則第22条第１項の

表第２号ウ(イ)の項

第２号ウ(イ) 平成26年改正条例附則第

６条の規定により読み替

えて適用される第90条第

２号ウ(イ) 

3,800円 3,000円 

5,000円 4,000円 
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奈良市税条例の一部を改正する条例（平成27年奈良市条例第37号） 新旧対照表（第４条による改正） 

 

現行 改正案 

   附 則    附 則 

（市たばこ税に関する経過措置） （市たばこ税に関する経過措置） 

第５条 略 第５条 略 

２～６ 略 ２～６ 略 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項ま

でに規定するもののほか、奈良市税条例第10条、第107条第４項及び第５

項、第109条の２並びに第110条の規定を適用する。この場合において、次の

表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項ま

でに規定するもののほか、奈良市税条例第10条、第107条第４項及び第５

項、第109条の２並びに第110条の規定を適用する。この場合において、次の

表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

略 略 略 

第10条第３号 第107条第１項     

           

若しくは第２項の申告

書、第135条第１項の

申告書又は第154条第

１項の申告書でその提

出期限 

平成27年改正条例附則

第５条第６項の納期限

略 略 略 
 

略 略 略 

第10条第３号 第88条の７第１項の申

告書、第107条第１項

若しくは第２項の申告

書、第135条第１項の

申告書又は第154条第

１項の申告書でその提

出期限 

平成27年改正条例附則

第５条第６項の納期限 

略 略 略 

８～14 略 ８～14 略 

 

 



議案番号 ３０ 

1/1  

奈良市地域包括支援センターの人員等の基準に関する条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（人員に関する基準） （人員に関する基準） 

第３条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者

（法第９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の数が

おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する

常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。 

第３条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第１号被保険者

（法第９条第１号に規定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）の数が

おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する

常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。 

(１)・(２) 略 (１)・(２) 略 

(３) 主任介護支援専門員（省令第140条の68第１項   に規定する主任

介護支援専門員研修を修了した者                 

                                 

                            をいう。）

その他これに準ずる者 １人 

(３) 主任介護支援専門員（省令第140条の68第１項第１号に規定する主任

介護支援専門員研修を修了した者であって、当該研修又は同項第２号に

規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して５年を

超えない期間ごとに主任介護支援専門員更新研修を修了した者をいう。）

その他これに準ずる者 １人 

２ 略 ２ 略 
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奈良市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（就労） （就労） 

第179条 略 第179条 略 

２ 略 ２ 略 

 ３ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用

者の就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏ま

えたものとしなければならない。 

（賃金及び工賃） （賃金及び工賃） 

第180条 略 第180条 略 

 ２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活

動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払

う賃金の総額以上となるようにしなければならない。 

２・３ 略 ３・４ 略 

４ 第２項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支

払われる１月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。

５ 第３項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支

払われる１月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。 

 ６ 賃金及び第３項に規定する工賃の支払に要する額は、原則として、自立

支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理

由がある場合は、この限りでない。 

（利用者及び従業者以外の者の雇用） （利用者及び従業者以外の者の雇用） 

第184条 略 第184条 略 

 （運営規程） 

 第184条の２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、指定就労継続支援Ａ型事業所

ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定

めておかなければならない。 

 (１) 事業の目的及び運営の方針 
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 (２) 従業者の職種、員数及び職務の内容 

 (３) 営業日及び営業時間 

 (４) 利用定員 

 (５) 指定就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものを除く。）並び

に支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 

 (６) 指定就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものに限る。）、賃

金及び第180条第３項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業

時間 

 (７) 通常の事業の実施地域 

 (８) サービスの利用に当たっての留意事項 

 (９) 緊急時等における対応方法 

 (10) 非常災害対策 

 (11) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の

種類 

 (12) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (13) その他運営に関する重要事項 

（準用） （準用） 

第185条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第29

条、第37条から第42条まで、第44条、第60条から第63条まで、第69条、第

71条、第72条、第73条（第４項を除く。）、第76条から第78条まで、第89

条から            第95条まで、第147条、第148条及び第171

条の規定は、指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この場合に

おいて、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第185条において準用する

第92条」と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第185条において

準用する第147条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは

「第185条において準用する第147条第２項」と、第60条第１項中「次条第

第185条 第10条から第18条まで、第20条、第21条、第23条、第24条、第29

条、第37条から第42条まで、第44条、第60条から第63条まで、第69条、第

71条、第72条、第73条（第４項を除く。）、第76条から第78条まで、第89

条から第91条まで、第93条から第95条まで、第147条、第148条及び第171

条の規定は、指定就労継続支援Ａ型の事業について準用する。この場合に

おいて、第10条第１項中「第32条」とあるのは「第184条の２       

   」と、第21条第２項中「次条第１項」とあるのは「第185条において

準用する第147条第１項」と、第24条第２項中「第22条第２項」とあるのは

「第185条において準用する第147条第２項」と、第60条第１項中「次条第
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１項」とあるのは「第185条において準用する次条第１項」と、「療養介護

計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第61条中「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第62条中「前条」とあるのは「第

185条において準用する前条」と、第78条第２項第１号中「第61条第１項」

とあるのは「第185条において準用する第61条第１項」と、「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中「第56条第１項」

とあるのは「第185条において準用する第20条第１項」と、同項第３号中「第

68条」とあるのは「第185条において準用する第91条」と、同項第４号中「第

76条第３項」とあるのは「第185条において準用する第76条第３項」と、同

項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第185条」と、第92条中「第95

条」とあるのは「第185条において準用する第95条」と、第95条中「前条」

とあるのは「第185条において準用する前条」と読み替えるものとする。

１項」とあるのは「第185条において準用する次条第１項」と、「療養介護

計画」とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第61条中「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、第62条中「前条」とあるのは「第

185条において準用する前条」と、第78条第２項第１号中「第61条第１項」

とあるのは「第185条において準用する第61条第１項」と、「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中「第56条第１項」

とあるのは「第185条において準用する第20条第１項」と、同項第３号中「第

68条」とあるのは「第185条において準用する第91条」と、同項第４号中「第

76条第３項」とあるのは「第185条において準用する第76条第３項」と、同

項第５号及び第６号中「次条」とあるのは「第185条」と        

                        、第95条中「前条」

とあるのは「第185条において準用する前条」と読み替えるものとする。  
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奈良市障害福祉サービス事業の設備及び運営の基準に関する条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（管理者の資格要件） （管理者の資格要件） 

第72条 略 第72条 略 

 （運営規程） 

 第72条の２ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労継続支援Ａ型事業所ごとに、

次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておか

なければならない。 

 (１) 事業の目的及び運営の方針 

 (２) 職員の職種、員数及び職務の内容 

 (３) 営業日及び営業時間 

 (４) 利用定員 

 (５) 就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものを除く。）並びに利

用者から受領する費用の種類及びその額 

 (６) 就労継続支援Ａ型の内容（生産活動に係るものに限る。）、賃金及

び第80条第３項に規定する工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間 

 (７) 通常の事業の実施地域 

 (８) サービスの利用に当たっての留意事項 

 (９) 緊急時等における対応方法 

 (10) 非常災害対策 

 (11) 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には、当該障害の

種類 

 (12) 虐待の防止のための措置に関する事項 

 (13) その他運営に関する重要事項 

（就労） （就労） 

第79条 略 第79条 略 
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２ 略 ２ 略 

 ３ 就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の

就労に必要な知識及び能力の向上に努めるとともに、その希望を踏まえた

ものとしなければならない。 

（賃金及び工賃） （賃金及び工賃） 

第80条 略 第80条 略 

 ２ 就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に

係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃

金の総額以上となるようにしなければならない。 

２・３ 略 ３・４ 略 

４ 第２項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支

払われる１月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。

５ 第３項の規定により雇用契約を締結していない利用者それぞれに対し支

払われる１月当たりの工賃の平均額は、3,000円を下回ってはならない。 

（準用） （準用） 

第85条 第８条（第４項を除く。）、第９条、第13条から第19条まで、第24

条から第26条まで、第28条から第33条まで、第35条、第37条、第42条、第

46条から第50条まで及び第54条の規定は、就労継続支援Ａ型の事業につい

て準用する。この場合において、第９条第２項第１号中「第17条第１項」

とあるのは「第85条において準用する第17条第１項」と、「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中「第28条第３項」

とあるのは「第85条において準用する第28条第３項」と、同項第３号中「第

30条第２項」とあるのは「第85条において準用する第30条第２項」と、同

項第４号中「第32条第２項」とあるのは「第85条において準用する第32条

第２項」と、第16条第１項中「次条第１項」とあるのは「第85条において

準用する次条第１項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労継

続支援Ａ型計画」と、第18条中「前条」とあるのは「第85条において準用

する前条」と読み替えるものとする。 

第85条 第８条（第４項を除く。）、第９条、第13条から第19条まで、第24

条から第26条まで、第28条から第33条まで、第35条    、第42条、第

46条から第50条まで及び第54条の規定は、就労継続支援Ａ型の事業につい

て準用する。この場合において、第９条第２項第１号中「第17条第１項」

とあるのは「第85条において準用する第17条第１項」と、「療養介護計画」

とあるのは「就労継続支援Ａ型計画」と、同項第２号中「第28条第３項」

とあるのは「第85条において準用する第28条第３項」と、同項第３号中「第

30条第２項」とあるのは「第85条において準用する第30条第２項」と、同

項第４号中「第32条第２項」とあるのは「第85条において準用する第32条

第２項」と、第16条第１項中「次条第１項」とあるのは「第85条において

準用する次条第１項」と、第17条中「療養介護計画」とあるのは「就労継

続支援Ａ型計画」と、第18条中「前条」とあるのは「第85条において準用

する前条」と読み替えるものとする。 
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奈良市国民健康保険条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） （一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定） 

第10条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の

所得に係る地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の２第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金

額（同法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額

＿＿＿＿＿＿＿       ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、同法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額、同法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額

（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２

項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、

第35条の２第１項又は第36条の規定に該当する＿場合には、これらの規定の

適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金

額を控除した金額）、地方税法附則第35条第５項に規定する短期譲渡所得の

金額（租税特別措置法第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第

34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項又は第36条の規定に該当

する＿場合には、これらの規定の適用により同法第32条第１項に規定する短

期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条

の２第６項＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿            

＿＿＿                                

＿       ＿に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額＿＿（同法附

則第35条の２の６第11項若しくは第15項又は第35条の３第11項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の４第４項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__＿＿＿＿___＿＿＿

第10条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の

所得に係る地方税法（昭和25年法律第226号）第314条の２第１項に規定する

総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金

額（同法附則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金

額（同法附則第35条の２の６第11項又は第15項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、同法附則第33条の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額、同法附則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額

（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第１項若しくは第２

項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、

第35条の２第１項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の

適用により同法第31条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金

額を控除した金額）、地方税法附則第35条第５項に規定する短期譲渡所得の

金額（租税特別措置法第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第１項、第

34条の２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項又は第36条の規定の適用

がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第１項に規定する短

期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第35条

の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条

の３第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第

35条の２の２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附

則第35条の２の６第15項又は第35条の３第13項若しくは第15項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の４第４項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の

適用がある場合には、その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相

互主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37年法律第144号）第
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿__＿＿＿＿＿＿＿__＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿__＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿__＿＿＿＿＿＿＿__＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、租税条約

等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和44年法律第46号。第16条において「租税条約等実施特例法」という。）第

３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定す

る条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の合計額から地

方税法第314条の２第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額（以下

「基礎控除後の総所得金額等」という。）に第12条の所得割の保険料率を乗

じて算定する。 

８条第２項（同法第12条第５項及び第16条第２項において準用する場合を含

む。第16条第１項第１号において同じ。）に規定する特例適用利子等の額、

同法第８条第４項（同法第12条第６項及び第16条第３項において準用する場

合を含む。同号において同じ。）に規定する特例適用配当等の額、租税条約

等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭

和44年法律第46号。第16条において「租税条約等実施特例法」という。）第

３条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定す

る条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。）の合計額から地

方税法第314条の２第２項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額（以下

「基礎控除後の総所得金額等」という。）に第12条の所得割の保険料率を乗

じて算定する。 

２ 略 ２ 略 

（基礎賦課限度額） （基礎賦課限度額） 

第12条の６ 第９条又は第12条の２の基礎賦課額（一般被保険者と退職被保険

者等が同一の世帯に属する場合には、第９条の基礎賦課額と第12条の２の基

礎賦課額との合算額をいう。第15条及び第16条第１項において同じ。）は、

52万円を超えることができない。 

第12条の６ 第９条又は第12条の２の基礎賦課額（一般被保険者と退職被保険

者等が同一の世帯に属する場合には、第９条の基礎賦課額と第12条の２の基

礎賦課額との合算額をいう。第15条及び第16条第１項において同じ。）は、

54万円を超えることができない。 

（後期高齢者支援金等賦課限度額） （後期高齢者支援金等賦課限度額） 

第12条の６の10 第12条の６の３又は第12条の６の６の後期高齢者支援金等賦

課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第12

条の６の３の後期高齢者支援金等賦課額と第12条の６の６の後期高齢者支援

金等賦課額との合算額をいう。第15条及び第16条第１項において同じ。）

は、17万円を超えることができない。 

第12条の６の10 第12条の６の３又は第12条の６の６の後期高齢者支援金等賦

課額（一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第12

条の６の３の後期高齢者支援金等賦課額と第12条の６の６の後期高齢者支援

金等賦課額との合算額をいう。第15条及び第16条第１項において同じ。）

は、19万円を超えることができない。 

（普通徴収に係る納期及び納付額） （普通徴収に係る納期及び納付額） 

第14条 普通徴収に係る保険料の納期（以下「納期」という。）は、次のとお

りとする。 

第14条 普通徴収に係る保険料の納期（以下「納期」という。）は、次のとお

りとする。 

第１期＿＿＿＿＿ ６月15日から同月30日まで ６月期（第１期） ６月15日から同月30日まで 
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第２期＿＿＿＿＿ ７月15日から同月31日まで ７月期（第２期） ７月15日から同月31日まで 

第３期＿＿＿＿＿ ８月15日から同月31日まで ８月期（第３期） ８月15日から同月31日まで 

第４期＿＿＿＿＿ ９月15日から同月30日まで ９月期（第４期） ９月15日から同月30日まで 

第５期＿＿＿＿＿ 10月15日から同月31日まで 10月期（第５期） 10月15日から同月31日まで 

第６期＿＿＿＿＿ 11月15日から同月30日まで 11月期（第６期） 11月15日から同月30日まで 

第７期＿＿＿＿  12月15日から同月28日（同日が土曜日のときはその前

日、日曜日のときはその前々日）まで 

12月期（第７期） 12月15日から同月28日（同日が土曜日のときはその前

日、日曜日のときはその前々日）まで 

第８期＿＿＿＿＿ 翌年１月15日から同月31日まで １月期（第８期） 翌年１月15日から同月31日まで 

第９期＿＿＿＿＿ 翌年２月15日から同月末日まで ２月期（第９期） 翌年２月15日から同月末日まで 

第10期＿＿＿＿＿ 翌年３月15日から同月31日まで ３月期（第10期） 翌年３月15日から同月31日まで 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 第１項に規定する各納期に納付すべき保険料の額は、次に定めるところに

より算定する。 

４ 第１項に規定する各納期に納付すべき保険料の額は、次に定めるところに

より算定する。 

(１) 当該年度分の納付義務者から徴収する保険料の賦課額を、最初の納期

から順に千円_ずつ、残額が千円_未満になるまで分配する。 

(１) 当該年度分の納付義務者から徴収する保険料の賦課額を、最初の納期

から順に100円ずつ、残額が100円未満になるまで分配する。 

(２) 略 (２) 略 

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第16条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち

基礎賦課額は、第９条又は第12条の２の基礎賦課額から、それぞれ、当該各

号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が52万円を超える場合

には、52万円）とする。 

第16条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち

基礎賦課額は、第９条又は第12条の２の基礎賦課額から、それぞれ、当該各

号に定める額を減額して得た額（当該減額して得た額が54万円を超える場合

には、54万円）とする。 

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合には、その発生した日とする。）現在においてその世帯に

属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条

の２第１項に規定する総所得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控除

額については、同法第313条第３項、第４項又は第５項の規定を適用せず

、また、所得税法（昭和40年法律第33号）第57条第１項、第３項又は第４

項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分し

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の納付義務

が発生した場合には、その発生した日とする。）現在においてその世帯に

属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条

の２第１項に規定する総所得金額（青色専従者給与額又は事業専従者控除

額については、同法第313条第３項、第４項又は第５項の規定を適用せず

＿＿＿、所得税法（昭和40年法律第33号）第57条第１項、第３項又は第４

項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分し
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て計算される所得の金額（地方税法附則第33条の２第５項に規定する上場

株式等に係る配当所得の金額＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、同法附則第33条の

３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第５項に規定する短期

譲渡所得の金額、同法附則第35条の２第６項＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿に規定する株式

等に係る譲渡所得等の金額＿＿（同法附則第35条の２の６第11項若しくは

第15項又は第35条の３第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）、同法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿、租税条約等実施特例法第３

条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定す

る条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。）の算定につい

ても同様とする。以下同じ。）及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に掲げ

る金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の

算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した

額 

て計算される所得の金額（地方税法附則第33条の２第５項に規定する上場

株式等に係る配当所得等の金額（同法附則第35条の２の６第11項又は第15

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、同法附則第33条の

３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第５項に規定する短期

譲渡所得の金額、同法附則第35条の２第５項に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法附則第35条の３第15項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）、同法附則第35条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の２の６第15項又は第35

条の３第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額）、同法附則第35条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律第８条第２項に規定する特例適用利子等の額、同法

第８条第４項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第３

条の２の２第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定す

る条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。）の算定につい

ても同様とする。以下同じ。）及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に掲げ

る金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世

帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の

算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した

額 

ア・イ 略 ア・イ 略 

(２) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に掲げ

る金額に、26万５千円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料

の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在において

(２) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分し

て計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に掲げ

る金額に、27万円＿＿に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料

の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在において
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当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じ

て得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつ

て前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる

ものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じ

て得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつ

て前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる

ものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア・イ 略 ア・イ 略 

(３) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に掲

げる金額に、48万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在において当

該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて

得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて

前２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる

ものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

(３) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に掲

げる金額に、49万円に当該年度の保険料賦課期日（賦課期日後に保険料の

納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。）現在において当

該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて

得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であつて

前２号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされる

ものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額 

ア・イ 略 ア・イ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第９条又は第12条の２」とあるのは「第12条の６の３又は第

12条の６の６」と、「52万円」とあるのは「17万円」と、前項中「第12条」

とあるのは「第12条の６の５」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。こ

の場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等

賦課額」と、「第９条又は第12条の２」とあるのは「第12条の６の３又は第

12条の６の６」と、「54万円」とあるのは「19万円」と、前項中「第12条」

とあるのは「第12条の６の５」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課

額」と、「第９条又は第12条の２」とあるのは「第12条の８」と、「52万

円」とあるのは「16万円」と、第２項中「第12条」とあるのは「第12条の

11」と読み替えるものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。

この場合において、第１項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課

額」と、「第９条又は第12条の２」とあるのは「第12条の８」と、「54万

円」とあるのは「16万円」と、第２項中「第12条」とあるのは「第12条の

11」と読み替えるものとする。 
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現行 改正案 

別表第９（第５条関係） 別表第９（第５条関係） 

球技場使用料 球技場使用料 

区分 

午前 午後 夜間 
午前・

午後 

午後・

夜間 
全日 

９：00 

～ 

12：00 

13：00 

～ 

17：00 

18：00

～ 

21：00

９：00

～ 

17：00

13：00

～ 

21：00

９：00

～ 

21：00

奈良市柏木球技

場及び奈良市都

生涯スポーツ

センター球技場

円 

1,800 

円 

2,400 

円

3,600

円

4,800

円

6,600

円

9,000

略 略

備考 

 １～５ 略 

６ 奈良市都生涯スポーツセンター球技場の照明使用券（３時間

分）は、4,800円＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿   とする。 

７・８ 略 
 

区分 

午前 午後 夜間 
午前・

午後 

午後・

夜間 
全日 

９：00

～ 

12：00

13：00

～ 

17：00

18：00

～ 

21：00

９：00

～ 

17：00

13：00 

～ 

21：00 

９：00 

～ 

21：00 

奈良市柏木球技

場及び奈良市都

生涯スポーツ

センター球技場

円

1,800

円

2,400

円

3,600

円

4,800

円 

6,600 

円 

9,000 

略 略 

備考 

 １～５ 略 

６ 奈良市都生涯スポーツセンター球技場の夜間照明使用料は、

１時間（１時間に満たないときは、１時間とみなす。）当たり

1,600円とする。 

７・８ 略 
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奈良市道路占用料に関する条例 新旧対照表 

 

 現行 改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 占用物件 単位 占用料   占用物件 単位 占用料  

 法第32条第

１項第１号

に掲げる工

作物 

第一種電柱 １本につき１年 610円 法第32条第

１項第１号

に掲げる工

作物 

第一種電柱 １本につき１年 660円

第二種電柱 940円 第二種電柱 1,000円

第三種電柱 1,300円 第三種電柱 1,400円

第一種電話柱 550円 第一種電話柱 590円

第二種電話柱 870円 第二種電話柱 950円

第三種電話柱 1,200円 第三種電話柱 1,300円

その他の柱類 55円 その他の柱類 59円

共架電線その他上空に

設ける線類 

長さ１メートル

につき１年 

５円 共架電線その他上空に

設ける線類 

長さ１メートル

につき１年 

６円

地下に設ける電線その

他の線類 

３円 地下に設ける電線その

他の線類 

４円

路上に設ける変圧器 １個につき１年 540円 路上に設ける変圧器 １個につき１年 580円

地下に設ける変圧器 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

330円 地下に設ける変圧器 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

350円

変圧塔その他これに類

するもの及び公衆電話

所 

１個につき１年 1,100円 変圧塔その他これに類

するもの及び公衆電話

所 

１個につき１年 1,200円

郵便差出箱及び信書便

差出箱 

460円 郵便差出箱及び信書便

差出箱 

500円

広告塔 表示面積１平方

メートルにつき

１年 

3,800円 広告塔 表示面積１平方

メートルにつき

１年 

3,800円

その他のもの 占用面積１平方 1,100円 その他のもの 占用面積１平方 1,200円
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  メートルにつき

１年 

  メートルにつき

１年 

法第32条第

１項第２号

に掲げる物

件 

外径が0.07メートル未

満のもの 

長さ１メートル

につき１年 

23円 法第32条第

１項第２号

に掲げる物

件 

外径が0.07メートル未

満のもの 

長さ１メートル

につき１年 

25円

外径が0.07メートル以

上0.1メートル未満のも

の 

33円 外径が0.07メートル以

上0.1メートル未満のも

の 

35円

外径が0.1メートル以上

0.15メートル未満のも

の 

49円 外径が0.1メートル以上

0.15メートル未満のも

の 

53円

外径が0.15メートル以

上0.2メートル未満のも

の 

66円 外径が0.15メートル以

上0.2メートル未満のも

の 

71円

外径が0.2メートル以上

0.3メートル未満のもの 

98円 外径が0.2メートル以上

0.3メートル未満のもの

110円

外径が0.3メートル以上

0.4メートル未満のもの 

130円 外径が0.3メートル以上

0.4メートル未満のもの

140円

外径が0.4メートル以上

0.7メートル未満のもの 

230円 外径が0.4メートル以上

0.7メートル未満のもの

250円

外径が0.7メートル以上

１メートル未満のもの 

330円 外径が0.7メートル以上

１メートル未満のもの 

350円

外径が１メートル以上

のもの 

660円 外径が１メートル以上

のもの 

710円

法第32条第１項第３号及び第４号に

掲げる施設 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

1,100円 法第32条第１項第３号及び第４号に

掲げる施設 

占用面積１平方

メートルにつき

１年 

1,200円

法第32条第

１項第５号

に掲げる施

地下街及

び地下室

階数が１のも

の 

Ａ に 0.004 を

乗じて得た額

  法第32条第

１項第５号

に掲げる施

地下街及

び地下室

階数が１のも

の 

Ａ に 0.005 を

乗じて得た額 
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 設  階数が２のも

の 

Ａ に 0.007 を

乗じて得た額

  設  階数が２のも

の 

Ａ に 0.008 を

乗じて得た額 

 

  階数が３以上

のもの 

Ａ に 0.008 を

乗じて得た額

   階数が３以上

のもの 

Ａに0.01を乗

じて得た額 

 

  上空に設ける通路 1,900円 上空に設ける通路 1,900円

地下に設ける通路 1,200円 地下に設ける通路 1,100円

その他のもの 1,100円 その他のもの 1,200円

法第32条第

１項第６号

に掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の催し

に際し、一時的に設ける

もの 

占用面積１平方

メートルにつき

１日 

38円 法第32条第

１項第６号

に掲げる施

設 

祭礼、縁日その他の催し

に際し、一時的に設ける

もの 

占用面積１平方

メートルにつき

１日 

38円

その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１月 

380円 その他のもの 占用面積１平方

メートルにつき

１月 

380円

道路法施行

令（昭和27

年政令第479

号。以下「令」

という。）第

７条第１号

に掲げる物

件 

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。）

一時的に設け

るもの 

表示面積１平方

メートルにつき

１月 

380円 道路法施行

令（昭和27

年政令第479

号。以下「令」

という。）第

７条第１号

に掲げる物

件 

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。）

一時的に設け

るもの 

表示面積１平方

メートルにつき

１月 

380円

その他のもの 表示面積１平方

メートルにつき

１年 

3,800円 その他のもの 表示面積１平方

メートルにつき

１年 

3,800円

標識 １本につき１年 870円 標識 １本につき１年 950円

旗ざお 祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的

に設けるもの 

１本につき１日 38円 旗ざお 祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的

に設けるもの

１本につき１日 38円

その他のもの １本につき１月 380円 その他のもの １本につき１月 380円

 幕（令第

７条第４

号に掲げ

祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的

その面積１平方

メートルにつき

１日 

38円  幕（令第

７条第４

号に掲げ

祭礼、縁日そ

の他の催しに

際し、一時的

その面積１平方

メートルにつき

１日 

38円
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 る工事用

施設であ

るものを

除く。）

に設けるもの   る工事用

施設であ

るものを

除く。）

に設けるもの  

その他のもの その面積１平方

メートルにつき

１月 

380円 その他のもの その面積１平方

メートルにつき

１月 

380円

アーチ 車道を横断す

るもの 

１基につき１月 3,800円 アーチ 車道を横断す

るもの 

１基につき１月 3,800円

その他のもの 1,900円 その他のもの 1,900円

令第７条第４号に掲げる工事用施設

及び同条第５号に掲げる工事用材料 

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

380円 令第７条第４号に掲げる工事用施設

及び同条第５号に掲げる工事用材料

占用面積１平方

メートルにつき

１月 

380円

令第７条第６号に掲げる仮設建築物

及び同条第７号に掲げる施設 

110円 令第７条第６号に掲げる仮設建築物

及び同条第７号に掲げる施設 

120円

令第７条第

９号に掲げ

る施設 

建築物 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

Ａ に 0.014 を

乗じて得た額

  令第７条第

９号に掲げ

る施設 

建築物 占用面積１平方

メートルにつき

１年 

Ａ に 0.015 を

乗じて得た額 

 

 その他のもの Ａに0.01を乗

じて得た額 

  その他のもの Ａに0.01を乗

じて得た額 

 

 その他前各項により難い占用物件 前各項に準じて市長が定める

額 

  その他前各項により難い占用物件 前各項に準じて市長が定める

額 

 

  備考   備考 

   １～５ 略    １～５ 略 

６ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが１平

方メートル若しくは１メートル  未満であるとき、又はこれらの

面積若しくは長さに１平方メートル若しくは１メートル  未満の

端数があるときは、１平方メートル又は１メートルとして    

           計算する。 

   ６ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01

平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの

面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の

端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若

しくは長さを切り捨てて計算する。 

   ７・８ 略    ７・８ 略 

    ９ １件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。 

 

 

10 １件の占用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り上

げる。 



議案番号 ３４ 
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奈良市準用河川管理条例 新旧対照表 

 

 現行 改正案 

別表（第５条関係） 別表（第５条関係） 

１ 流水・土地占用料 １ 流水・土地占用料 

 区分 種別 単位 占用料 摘要   区分 種別 単位 占用料 摘要  

 流水占用

料 

鉱工業その他の用に供

するもの 

毎秒１リッ

トル 

１年につき

5,140円   流水占用

料 

鉱工業その他の用に供

するもの 

毎秒１リッ

トル 

１年につき

5,140円  

 土地占用

料 

第一種電柱 １本 

１年につき

610円組立鉄柱又

はＨ柱は２

本 と み な

す。 

  土地占用

料 

第一種電柱 １本 

１年につき

660円組立鉄柱又

はＨ柱は２

本 と み な

す。 

 

 第二種電柱 １本 

１年につき

940円  第二種電柱 １本 

１年につき

1,000円

第三種電柱 １本 

１年につき

1,300円   第三種電柱 １本 

１年につき

1,400円  

 第一種電話柱 １本 

１年につき

550円組立鉄柱又

はＨ柱は２

本 と み な

す。 

  第一種電話柱 １本 

１年につき

590円組立鉄柱又

はＨ柱は２

本 と み な

す。 

 

 第二種電話柱 １本 

１年につき

870円 第二種電話柱 １本 

１年につき

950円

第三種電話柱 １本 

１年につき

1,200円   第三種電話柱 １本 

１年につき

1,300円  

 公衆電話所 １個 

１年につき

1,100円   公衆電話所 １個 

１年につき

1,200円  

 埋 設

又 は

架 設

管 類

外径が40センチ

メートル未満の

もの 

１メートル

１年につき

130円   埋 設

又 は

架 設

管 類

外径が40センチ

メートル未満の

もの 

１メートル

１年につき

140円  

 外径が40センチ

メートル以上70 

１メートル

１年につき

230円   外径が40センチ

メートル以上70

１メートル

１年につき

250円  
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   センチメートル

未満のもの 

      センチメートル

未満のもの 

   

  外径が70センチ

メ ー ト ル 以 上

100センチメー

トル未満のもの 

１メートル

１年につき

330円    外径が70センチ

メ ー ト ル 以 上

100センチメー

トル未満のもの

１メートル

１年につき

350円  

  外径が100セン

チメートル以上

のもの 

１メートル

１年につき

660円    外径が100セン

チメートル以上

のもの 

１メートル

１年につき

710円  

 仮設建築物 １平方メー

トル 

１月につき

110円露店、工事

用建築物そ

の他これに

類するもの

  仮設建築物 １平方メー

トル 

１月につき

120円露店、工事

用建築物そ

の他これに

類するもの 

 

  通路橋、通路 １平方メー

トル 

１年につき

1,080円    通路橋、通路 １平方メー

トル 

１年につき

1,160円  

 その他前各項により難

い工作物 

１平方メー

トル 

１年につき

2,200円   その他前各項により難

い工作物 

１平方メー

トル 

１年につき

2,400円  

 原形のままの占用 １平方メー

トル 

１年につき

110円農耕地、採

草地等 

  原形のままの占用 １平方メー

トル 

１年につき

120円農耕地、採

草地等 

 

 養魚 １平方メー

トル 

１年につき

300円   養魚 １平方メー

トル 

１年につき

320円  

備考 備考 

１・２ 略 １・２ 略 

３ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが１平 ３ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01
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方メートル若しくは１メートル  未満であるとき、又はこれらの

面積若しくは長さに１平方メートル若しくは１メートル  未満の

端数があるときは、１平方メートル又は１メートルとして     

           計算する。 

平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの

面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の

端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若

しくは長さを切り捨てて計算する。 

４ 略 ４ 略 

５ １件の占用料の額に10円未満の端数があるときは10円とし、１件

の占用料の額が100円未満のときは100円とする。 

５ １件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。 

 ６ １件の占用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り上

げる。 

２ 略 ２ 略 
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奈良市法定外公共物の管理に関する条例 新旧対照表 

 

 現行 改正案 

（占用料の徴収） （占用料の徴収） 

第５条 略 第５条 略 

２ 占用料の額は、次のとおりとする。 ２ 占用料の額は、次のとおりとする。 

(１) 奈良市道路占用料に関する条例（昭和28年奈良市条例第11号）別表

に規定する占用物件 同表に規定する単位及び占用料 

(１) 奈良市道路占用料に関する条例（昭和28年奈良市条例第11号）別表

に規定する占用物件 同表に規定する単位及び占用料 

(２) 通路橋及び通路（道路の占用に係るものを除く。） 占用面積１平

方メートルにつき年額1,080円 

(２) 通路橋及び通路（道路の占用に係るものを除く。） 占用面積１平

方メートルにつき年額1,160円 

３～６ 略 ３～６ 略 

 



議案番号 ３４ 
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奈良市都市公園条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

１ 略 １ 略 

２ 都市公園を占用する場合 ２ 都市公園を占用する場合 

 占用物件 単位 期間 金額   占用物件 単位 期間 金額  

 電柱、電

線、変圧

塔 そ の

他 こ れ

ら に 類

す る も

の 

第一種電柱 １本 １年 610円 電柱、電

線、変圧

塔 そ の

他 こ れ

ら に 類

す る も

の 

第一種電柱 １本 １年 660円

第二種電柱 940円 第二種電柱 1,000円

第三種電柱 1,300円 第三種電柱 1,400円

第一種電話柱 550円 第一種電話柱 590円

第二種電話柱 870円 第二種電話柱 950円

第三種電話柱 1,200円 第三種電話柱 1,300円

その他の柱類 55円 その他の柱類 59円

共架電線その他上空

に設ける線類 

１メートル １年 ５円 共架電線その他上空

に設ける線類 

１メートル １年 ６円

地下に設ける電線そ

の他の線類 

３円 地下に設ける電線そ

の他の線類 

４円

地表に設ける変圧器 １個 １年 540円 地表に設ける変圧器 １個 １年 580円

地下に設ける変圧器 １平方メート

ル 

１年 330円 地下に設ける変圧器 １平方メート

ル 

１年 350円

簡易型携帯電話シス

テム無線基地局 

１基 １年 540円 簡易型携帯電話シス

テム無線基地局 

１基 １年 1,200円

変圧塔その他これに

類するもの 

１個 １年 1,100円 変圧塔その他これに

類するもの 

１個 １年 1,200円

水道管、

下水道 

外径が0.07メートル

未満のもの 

１メートル １年 23円 水道管、

下水道 

外径が0.07メートル

未満のもの 

１メートル １年 25円
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管、ガス

管 そ の

他 こ れ

ら に 類

す る も

の 

外径が0.07メートル

以上0.1メートル未満

のもの 

  33円 管、ガス

管 そ の

他 こ れ

ら に 類

す る も

の 

外径が0.07メートル

以上0.1メートル未満

のもの 

  35円

外径が0.1メートル以

上0.15メートル未満

のもの 

49円 外径が0.1メートル以

上0.15メートル未満

のもの 

53円

外径が0.15メートル

以上0.2メートル未満

のもの 

66円 外径が0.15メートル

以上0.2メートル未満

のもの 

71円

外径が0.2メートル以

上0.3メートル未満の

もの 

98円 外径が0.2メートル以

上0.3メートル未満の

もの 

110円

外径が0.3メートル以

上0.4メートル未満の

もの 

130円 外径が0.3メートル以

上0.4メートル未満の

もの 

140円

外径が0.4メートル以

上0.7メートル未満の

もの 

230円 外径が0.4メートル以

上0.7メートル未満の

もの 

250円

外径が0.7メートル以

上１メートル未満の

もの 

330円 外径が0.7メートル以

上１メートル未満の

もの 

350円

外径が１メートル以

上のもの 

660円 外径が１メートル以

上のもの 

710円

通路、鉄道、軌道、公共駐車場

その他これらに類する施設で

地下に設けるもの 

１平方メート

ル 

１年 1,200円 通路、鉄道、軌道、公共駐車場

その他これらに類する施設で

地下に設けるもの 

１平方メート

ル 

１年 1,100円

郵便差出箱及び信書便差出箱 １個 １年 460円 郵便差出箱及び信書便差出箱 １個 １年 500円
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公衆電話所   1,100円 公衆電話所   1,200円

競技会、集会、展示会、博覧会

その他これらに類する催しの

ため設ける仮設工作物 

１平方メート

ル 

１月 380円 競技会、集会、展示会、博覧会

その他これらに類する催しの

ため設ける仮設工作物 

１平方メート

ル 

１月 380円

標識 １本 １年 870円 標識 １本 １年 950円

防火用貯水槽で地下に設ける

もの 

１平方メート

ル 

１年 1,100円 防火用貯水槽で地下に設ける

もの 

１平方メート

ル 

１年 1,200円

工事用板囲、足場、詰所その他

の工事用施設 

１平方メート

ル 

１月 380円 工事用板囲、足場、詰所その他

の工事用施設 

１平方メート

ル 

１月 380円

土石、竹木、瓦その他の工事用

材料の置場 

  土石、竹木、瓦その他の工事用

材料の置場 

 

 その他前各項により難い占用

物件 

前各項に準じて市長が定める額   その他前各項により難い占用

物件 

前各項に準じて市長が定める額  

備考 備考 

１～３ 略 １～３ 略  

４ 使用面積若しくは占用物件の長さが１平方メートル若しくは１メ

ートル   未満であるとき、又はその面積若しくは長さに１平方

メートル若しくは１メートル  未満の端数があるときは、１平方

メートル又は１メートルとして               計

算する。 

４ 使用面積若しくは占用物件の長さが0.01平方メートル若しくは

0.01メートル未満であるとき、又はその面積若しくは長さに0.01平

方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全

面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計

算する。 

５ 略 ５ 略 

 ６ １件の占用料の額が100円未満のときは、100円とする。 

 ７ １件の占用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り上

げる。 

３ 略 ３ 略 

 
 



議案番号 ３５ 

1/6  

奈良市地区計画形態意匠条例 新旧対照表 

 

現行 改正案 

別表第１ 適用区域（第３条関係） 別表第１ 適用区域（第３条関係） 

 地区整備計画区域  地区整備計画区域  

 略 略   略 略  

 三条通地区地区

整備計画区域 
略 

  三条通地区地区

整備計画区域 
略 

 

    左京五丁目地区

整備計画区域 

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）地区

計画左京五丁目地区計画の区域において地区整備計

画が定められた区域 

別表第２ 建築物等の形態又は意匠の制限（第４条関係） 別表第２ 建築物等の形態又は意匠の制限（第４条関係） 

 ア イ  ア イ  

 地区整備計画区

域・計画地区 
制限の内容 

 地区整備計画区

域・計画地区 
制限の内容 

 

    略 略      略 略  

三条通地区地区

整備計画区域 
略 

三条通地区地区

整備計画区域 
略 

    左京五丁目地区

整備計画区域 

１ 建築物の屋根（陸屋根を除く。）の色彩は、こ

の表の付表１に掲げる色相及び明度の区分に応じ

た彩度を超えないこと。 

２ 建築物の外壁又はこれに代わる柱の色彩は、こ

の表の付表１に掲げる色相及び明度の区分に応じ

た彩度を超えないこととし、塗り分けによる意匠

は、色相及び色調をそろえる等穏やかな印象とな

るよう配色すること。 

３ 建築物の屋上に設ける水槽、クーリングタワー、

キュービクル等の建築設備は、壁面の立ち上げ又 
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     はルーバー等で覆い、建築物本体と調和を図る修

景を施し、眺望及び景観に配慮すること。 

４ 地上に設ける水槽、クーリングタワー、キュー

ビクル等の建築設備及び立体駐車場施設は、道路、

公園等の公共施設から直接見えないよう植栽又は

ルーバー等で覆うこと。 

５ フェンス、ルーバーその他これらに類するもの

は、こげ茶色又は建築物と調和した同系色とする

こと。ただし、自然素材を使用する場合は、この

限りでない。 

６ 鉄筋コンクリート柱、鉄柱、独立型屋外広告物

の支柱（枠を含む。）その他これらに類するもの

は、こげ茶色とする。 

７ 広告物に関する制限は、この表の付表２のとお

りとする。 

 

別表第２の付表１ 別表第２の付表１ 

建築物の屋根 

地 区 整 備 計 画 区

域・計画地区 
色相区分 明度区分 彩度の上限

    略 略 略 略 

三条通地区地区整

備計画区域 
略 略 略 

 

 

 

 

 

建築物の屋根 

地 区 整 備 計 画 区

域・計画地区 
色相区分 明度区分 彩度の上限 

 

    略 略 略 略 

三条通地区地区整

備計画区域 
略 略 略 

左京五丁目地区整

備計画区域 

0.0Ｒ～9.9Ｒ ４未満 ２ 

0.0ＹＲ～4.9ＹＲ ４未満 ２ 

5.0ＹＲ～9.9ＹＲ ４未満 ３ 

0.0Ｙ～4.9Ｙ ４未満 ３ 

5.0Ｙ～9.9Ｙ ４未満 ２ 
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  その他の色相 ４未満 ２ 

 無彩色 ４未満 － 

 建築物の外壁又はこれに代わる柱   建築物の外壁又はこれに代わる柱  

 地区整備

計 画 区

域・計画

地区 

建築物の

規模 
色相区分 明度区分 彩度の上限

 地区整備

計 画 区

域・計画

地区 

建築物の

規模 
色相区分 明度区分 彩度の上限 

 

   略 略 略 略 略    略 略 略 略 略  

 三条通地

区地区整

備計画区

域 

 

  略 
略 略 略 

 三条通地

区地区整

備計画区

域 

略 略 略 略 

 

 

 左京五丁

目地区整

備計画区

域 

全ての建

築物 0.0Ｒ～4.9Ｒ 
８未満 ２ 

 

  ８以上 １  

  

5.0Ｒ～9.9Ｒ 

５未満 ４ 

  ５以上８未満 ２ 

  ８以上 １ 

  
 

0.0ＹＲ～4.9ＹＲ 

 

５未満 ６ 

  ５以上７未満 ３ 

  ７以上８未満 ２ 

  ８以上９未満 １ 

  

5.0ＹＲ～9.9ＹＲ 

５未満 ６  

   ５以上６未満 ４  

   ６以上７未満 ３ 

  ７以上８未満 ２ 

    ８以上９未満 １  
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0.0Ｙ～4.9Ｙ 

 

５未満 ６ 

   ５以上８未満 ４ 

   ８以上９未満 ３ 

   ９以上 ２ 

   

5.0Ｙ～9.9Ｙ 

５未満 ６ 

   ５以上８未満 ３ 

   ８以上９未満 ２ 

   ９以上 １ 

   
その他の色相 

８未満 ２ 

   ８以上９未満 １ 

   無彩色 ９以下 － 

別表第２の付表２  別表第２の付表２  

 地区整備計画

区域・計画地

区 

種別 制限の内容 

 地区整備計画

区域・計画地

区 

種別 制限の内容 

 

   略 略 略    略 略 略 

 三条通地区地

区整備計画区

域 

略 略 

 三条通地区地

区整備計画区

域 

略 略 

 

 

 

左京五丁目地

区整備計画区

域 

全広告

物に関

する事

項 

用途等

自己の事業又は営業に関し自己の事務

所、事業所、営業所等に表示し、又は

掲出するもののほか、奈良市屋外広告

物条例第９条第１項から第３項までに

掲げる広告物又はこれを掲出する物件

に限る。 

 

 

 

 
 

   

位置 

１ 敷地境界線を越えて掲出できな

い。 
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２ 交差点から５メートル以内には設

置できない。ただし、建築物等を利

用するものを除く。 

 

照明 

１ 点滅しないものに限る。 

２ 動画等を表示するものは、設置で

きない。 

３ 回転しないものに限る。ただし、

車両出庫の警告用のものを除く。 

４ イルミネーション及びネオンサイ

ンは、設置できない。 

 

 

色彩 

１ 黄色（0.1Ｙ～10.0Ｙ）の彩度基準

については、8.0以下とする。 

２ 地色については、ベージュ、グレ

ー、茶、紺その他白に近い淡色又は

壁の色と同等とする。また、地色で

使用する黄色（0.1Ｙ～10.0Ｙ）の彩

度基準については、6.0以下とする。

 

大きさ

大きさは奈良市屋外広告物条例第11条

第１項に規定する許可の基準によるも

のとし、表示面積の合計は10平方メー

トル以下、かつ、１広告物ごとの最大

面積は６平方メートル以下とする。 

  屋上広告物 表示し、又は設置できない。  

  

壁面広告物 

塀垣広告物 

１ 表示面積は、当該壁面の５分の１

以下かつ３個以下とする。 

２ 突き出し形状は、設置できない。 

３ 壁面に直接塗装するものは、掲出 
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  できない。  

 

広告塔 

１ １敷地につき１基までとし、高さ

は、６メートル以下とする。 

２ 支柱、枠等の色彩は、黒、濃灰又

は濃茶とする。 

 

広告板 

１ １テナントにつき１基までとし、

高さは、４メートル以下とする。 

２ 支柱、枠等の色彩は、黒、濃灰又

は濃茶とする。 

 

 

気球広告物 

広告幕 

イベント時のみの掲出とし、イベント

終了後は、速やかに撤去する（地区内

の住宅販売等の一時的なものに限

る。）。 

 アーチ広告物 

はり札 

はり紙 

立看板 

電柱広告物 

設置できない。 
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奈良市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

別表第１ 適用区域（第２条関係） 別表第１ 適用区域（第２条関係） 

 地区整備計画区域   地区整備計画区域  

 略 略   略 略  

 鶴舞東町地区地区

整備計画区域 

略   鶴舞東町地区地区

整備計画区域 

略  

  左京五丁目地区整

備計画区域 

大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）

地区計画左京五丁目地区計画の区域において地

区整備計画が定められた区域 

 

別表第２ 建築物の用途の制限（第３条関係） 別表第２ 建築物の用途の制限（第３条関係） 

 ア イ   ア イ  

 地区整備計画区域・計画地区 建築物   地区整備計画区域・計画地区 建築物  

 略 略   略 略  

 鶴舞東町地区地区整備計画区域 略   鶴舞東町地区地区整備計画区域略  

  左京五丁目地区整備計画区域 次の各号に掲げる建築物以外の建築

物 

(１) 住宅（長屋、重ね建て住宅及

び共同住宅を除く。以下この項に

おいて同じ。） 

(２) 延べ面積の２分の１以上を居

住の用に供し、かつ、次のア又は

イに掲げる用途を兼ねる住宅（こ

れらの用途に供する部分の床面積

の合計が50平方メートルを超える

ものを除く。） 

ア 神社、寺院、教会その他これ

らに類するもの 
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 イ 東登美ヶ丘一丁目地区整備計

画区域の項の第２号に掲げる建

築物 

(３) 診療所（患者の収容施設を持

つものを除く。） 

(４) 近隣に居住する者の利用に供

するために設ける公民館及び集会

所 

(５) 公園又は緑地に設けられる公

衆便所又は休憩所 

(６) 東登美ヶ丘一丁目地区整備計

画区域の項の第４号、第５号及び

第９号に掲げる建築物 

(７) 前各号の建築物に附属するも

の（東登美ヶ丘一丁目地区整備計

画区域の項の第11号のア及びウか

らオまでに掲げるものを除く。） 

別表第３ 建築物の建ぺい率の最高限度（第３条の２関係） 別表第３ 建築物の建ぺい率の最高限度（第３条の２関係） 

 ア イ   ア イ  

 地区整備計画区域・計画地区 割合   地区整備計画区域・計画地区 割合  

 略 略 略   略 略 略  

 鶴舞東町地区地区

整備計画区域 

略 略   鶴舞東町地区地区

整備計画区域 

略 略  

  左京五丁目地区整備計画区域 10分の５  

別表第３の２ 建築物の容積率の最高限度（第３条の３関係） 別表第３の２ 建築物の容積率の最高限度（第３条の３関係） 

 ア イ   ア イ  

 地区整備計画区域・計画地区 割合   地区整備計画区域・計画地区 割合  

 略 略 略   略 略 略  
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 学研奈良登美ヶ丘

駅西地区地区整備

計画区域 

略 略   学研奈良登美ヶ丘

駅西地区地区整備

計画区域 

略 略  

    左京五丁目地区整備計画区域 10分の８  

別表第４ 建築物の敷地面積の最低限度（第４条関係） 別表第４ 建築物の敷地面積の最低限度（第４条関係） 

 ア イ ウ   ア イ ウ  

 地区整備計画区域・計画地区 面積 適用の除外   地区整備計画区域・計画地区 面積 適用の除外  

 略 略 略   略 略 略  

 鶴舞東町地区地区整備計画区域 略 略   鶴舞東町地区地区整備計画区域略 略  

     左京五丁目地区整備計画区域 165平方メートル (１) 巡査派出

所 

 

    (２) 公衆電話

所 

 

    (３) 公園又は

緑地に設けら

れる公衆便所

又は休憩所 

 

    (４) 路線バス

の停留所の上

家 

 

別表第５ 壁面の位置の制限（第５条関係） 別表第５ 壁面の位置の制限（第５条関係） 

 ア イ ウ   ア イ ウ  

 地区整備計画区域・計画地区 壁面の位置の制限 適用の除外   地区整備計画区域・計画地区 壁面の位置の制限 適用の除外  

 略 略 略   略 略 略  

 鶴舞東町地区地区整備計画区域 略 略   鶴舞東町地区地区整備計画区域略 略  

      左京五丁目地区整備計画区域 建築物の外壁又は

これに代わる柱の

面から敷地境界線

(１) 外壁又は

これに代わる

柱の中心線の 
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      までの距離は、１

メートル以上とす

る。 

長さの合計が

３メートル以

下であるもの 

 

       (２) 物置その

他これに類す

る用途に供し、

軒の高さが2.3

メートル以下

で、かつ、床面

積の合計が５

平方メートル

以内であるも

の 

 

備考 略 備考 略 

別表第６ 建築物の高さの最高限度（第５条の２関係） 別表第６ 建築物の高さの最高限度（第５条の２関係） 

 ア イ   ア イ  

 地区整備計画区域・計画地区 高さ   地区整備計画区域・計画地区 高さ  

 略 略   略 略  

 鶴舞東町地区地区整備計画区域 略   鶴舞東町地区地区整備計画区域略  

  左京五丁目地区整備計画区域 (１) 10メートル。ただし、階段室、

昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓

その他これらに類する建築物の屋

上部分の水平投影面積の合計が当

該建築物の建築面積の８分の１以

内の場合においては、その部分の

高さは、５メートルまでは当該建

築物の高さに算入しない。 

(２) 建築物の各部分から前面道路 
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   の反対側の境界線又は隣地境界線

までの真北方向の水平距離に1.25

を乗じて得たものに５メートルを

加えたもの。ただし、北側の前面

道路の反対側に水面、線路敷その

他これらに類するものに接する場

合においては、当該前面道路の反

対側の境界線又は当該水面、線路

敷その他これらに類するものに接

する隣地境界線は、当該水面、線

路敷その他これらに類するものの

幅の２分の１だけ外側にあるもの

とみなす。また、建築物の敷地の

地盤面が北側の隣地（北側に前面

道路がある場合においては、当該

前面道路の反対側の隣接地をい

う。以下同じ。）の地盤面（隣地

に建築物がない場合においては、

当該隣地の平均地表面をいう。）

より１メートル以上低い場合にお

いては、その建築物の敷地の地盤

面は、当該高低差から１メートル

を減じたものの２分の１だけ高い

位置にあるものとみなす。 
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奈良市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（地方公営企業法の適用） （地方公営企業法の適用） 

第２条 地方公営企業法（昭和27年法律第292号。以下「法」という。）第２

条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿）第１条第２項の規定に基づき、簡易水道事業及び下水道事業に法の

規定の全部を適用する。 

第２条 地方公営企業法（昭和27年法律第292号。以下「法」という。）第２

条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号。以下「令」と

いう。）第１条第２項の規定に基づき、簡易水道事業及び下水道事業に法の

規定の全部を適用する。 

（組織） （組織） 

第４条 略 第４条 略 

 （特別会計） 

 

 

第４条の２ 法第17条ただし書及び令第８条の４の規定に基づき、水道事業を

通じて一の特別会計を設ける。 
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奈良市水道事業給水条例 新旧対照表 

現行 改正案 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 略 第１条 略 

２ 市の水道事業（簡易水道事業を含む。次条において同じ。）の給水につ

いての料金、給水装置工事その他給水のための工事の費用の負担その他の

供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項等については、法

令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。 

２ 市の水道事業（簡易水道事業を含む。以下    同じ。）の給水につ

いての料金、給水装置工事その他給水のための工事の費用の負担その他の

供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項等については、法

令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。 

（給水装置工事の申込み） （給水装置工事の申込み） 

第11条 給水装置の新設、増設、改造、修繕（水道法（昭和32年法律第177

号。以下「法」という。）第16条の２第３項の厚生労働省令で定める給水

装置の軽微な変更を除く。以下同じ。）及び撤去の工事（以下「給水装置

工事」という。）をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、そ

の承認を受けなければならない。 

第11条 給水装置の新設、増設、改造、修繕（水道法（昭和32年法律第177

号。以下「法」という。）第16条の２第３項の厚生労働省令で定める給水

装置の軽微な変更を除く。以下同じ。）及び撤去の工事（以下「給水装置

工事」という。）をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、そ

の承認を受けなければならない。 

２ 略 ２ 略 

 ３ 給水装置工事をしようとする者は、第31条第１項に規定する分担金（第

31条の３第１項に規定する加算分担金の納入を要するときは、これを含

む。）並びに別表第１に定める設計審査手数料及び工事検査手数料を納入

しなければ、第１項の承認を受けることができない。 

（料金） （料金） 

第26条 略 第26条 略 

２ 基本料金及び従量料金の額は、別表第１に定めるとおりとする。 ２ 基本料金及び従量料金の額は、別表第２に定めるとおりとする。 

３・４ 略 ３・４ 略 

（分担金） （分担金） 

第31条 給水装置を新設しようとする者は、水道施設分担金（以下「分担金」

という。）を工事申込みの際に     納入しなければならない。給水

装置を改造してメーターの口径を変更（口径を増す場合に限る。以下同じ。）

第31条 給水装置を新設しようとする者は、水道施設分担金（以下「分担金」

という。）を管理者が定める納期限までに納入しなければならない。給水

装置を改造してメーターの口径を変更（口径を増す場合に限る。以下同じ。）
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現行 改正案 

しようとする者についても、同様とする。 しようとする者についても、同様とする。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（加算分担金） （加算分担金） 

第31条の３ 未普及地域等の解消を図るため東部地域等水道整備事業によ

り、配水管を布設し、及び配水池等を建設する別表第４に定める地域のう

ち、管理者が定めて告示する区域において、その告示の日以後に給水装置

を新設しようとする者は、第31条の分担金のほか、水道施設加算分担金（以

下「加算分担金」という。）を工事申込みの際に    納入しなければ

ならない。 

第31条の３ 未普及地域等の解消を図るため東部地域等水道整備事業によ

り、配水管を布設し、及び配水池等を建設する別表第４に定める地域のう

ち、管理者が定めて告示する区域において、その告示の日以後に給水装置

を新設しようとする者は、第31条の分担金のほか、水道施設加算分担金（以

下「加算分担金」という。）を管理者が定める納期限までに納入しなけれ

ばならない。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（手数料） （手数料） 

第32条 管理者は、次の各号に掲げる者から、別表第５に定める額の手数料

を徴収する。 

第32条 次に掲げる者は、別表第１に定める額の手数料を管理者が定める納

期限までに納入しなければならない。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

 (４) 市の水道事業に関する証明書の交付を受ける者 

２ 前項の手数料は、申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由が

あると認めるものについては、申込み後徴収することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項第４号に掲げる者が納入する別表第１に

掲げる証明手数料は、申請又は請求の際、納入しなければならない。ただ

し、管理者が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

３ 略 ３ 略 

 別表第１（第11条、第32条関係） 

 １ 指定給水装置工事事業者指定手数料 
単        位 金    額 

 １件につき 10,000 円 

２ 設計審査手数料 

 区    分 口    径 金額（１件につき） 

 新設及び増設の工事 25 ミリメートル以下 2,000 円 
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 40ミリメートル及び50ミ

リメートル 

3,000 円 

75 ミリメートル以上 5,000 円

改造及び撤去の工事 25 ミリメートル以下 400 円 

40ミリメートル及び50ミ

リメートル 

600 円

75 ミリメートル以上 1,000 円

３ 工事検査手数料 

区    分 口    径 金額（１件につき） 

 新設及び増設の工事 25 ミリメートル以下 2,000 円

40ミリメートル及び50ミ

リメートル 

3,000 円

75 ミリメートル以上 5,000 円

改造及び撤去の工事 25 ミリメートル以下 400 円

40ミリメートル及び50ミ

リメートル 

600 円

75 ミリメートル以上 1,000 円

備考 第 12 条の２第３項の再検査についても、１件とみなす。 

４ 証明手数料 

単        位 金    額 

 １件につき 300 円

  
別表第１ 略 別表第２ 略 

別表第２ 削除  

別表第３・第４ 略 別表第３・第４ 略 

別表第５（第32条関係）  
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１ 指定給水装置工事事業者指定手数料 

 単        位 金    額 

 １件につき 10,000 円

２ 設計審査手数料 

 区    分 口    径 金額（１件につき）

 新設及び増設の工事 25 ミリメートル以下 2,000 円

 40ミリメートル及び50ミ

リメートル 

3,000 円

 75 ミリメートル以上 5,000 円

 改造及び撤去の工事 25 ミリメートル以下 400 円

 40ミリメートル及び50ミ

リメートル 

600 円

 75 ミリメートル以上 1,000 円

３ 工事検査手数料 

 区    分 口    径 金額（１件につき）

 新設及び増設の工事 25 ミリメートル以下 2,000 円

 40ミリメートル及び50ミ

リメートル 

3,000 円

 75 ミリメートル以上 5,000 円

 改造及び撤去の工事 25 ミリメートル以下 400 円

 40ミリメートル及び50ミ

リメートル 

600 円

 75 ミリメートル以上 1,000 円

 備考 第 12 条の２第３項の再検査についても、１件とみなす。 
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奈良市下水道条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（手数料） （手数料） 

第８条 排水設備指定工事店の指定又は排水設備工事責任技術者の登録を受け

た者は、次の表に定める手数料を納付しなければならない。 

第８条 次に掲げる者は、別表に定める手数料を管理者が定める納期限までに

納付しなければならない。 

区分 金額 

排水設備指定工事店指定手数料 10,000円

排水設備工事責任技術者登録手数料 500円
 

 

 (１) 前条第１項の指定を受ける者 

 (２) 前条第２項の登録を受ける者 

 (３) 市の下水道事業に関する証明書の交付を受ける者 

 ２ 前項の規定にかかわらず、同項第３号に掲げる者が納付する別表に掲げる

証明手数料は、申請又は請求の際、納付しなければならない。ただし、管理

者が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。 

 別表（第８条関係） 
 

区分 単位 金額 

排水設備指定工事店指定手数料 １件につき 10,000円 

排水設備工事責任技術者登録手数料 １件につき 500円 

証明手数料 １件につき 300円 
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現行 改正案 

奈良都市計画下水道事業受益者負担に関する条例 奈良市公共下水道事業 受益者負担に関する条例 

（総則） （総則） 

第１条 公営企業管理者（以下「管理者」という。）は、この条例の定めると

ころにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業（以下「事業」とい

う。）に要する費用の一部に充てるため、都市計画法（昭和43年法律第100

号）第75条の規定に基づく受益者負担金（以下「負担金」という。）を徴収

                                  

           するものとする。 

第１条 公営企業管理者（以下「管理者」という。）は、この条例の定めると

ころにより、公共下水道に係る事業       （以下「事業」とい

う。）に要する費用の一部に充てるため、都市計画法（昭和43年法律第100

号）第75条の規定に基づく受益者負担金（以下「負担金」という。）又は地

方自治法（昭和22年法律第67号）第224条の規定に基づく分担金（以下「分

担金」という。）を徴収するものとする。 

（延滞金） （延滞金） 

第10条 略 第10条 略 

 （月ヶ瀬地区の事業に係る分担金） 

 

 

第11条 奈良市役所出張所設置条例（昭和30年奈良市条例第35号）別表に定め

る奈良市月ヶ瀬行政センターの所管区域のうち、奈良市水道事業及び下水道

事業の設置等に関する条例（昭和41年奈良市条例第28号）別表第２に定める

奈良市農業集落排水事業の計画処理区域以外の区域に係る受益者が負担する

分担金については、奈良市農業集落排水事業分担金徴収条例（平成６年奈良

市条例第33号）の規定の例による。 

（委任） （委任） 

第11条 略 第12条 略 
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奈良市農業集落排水事業分担金徴収条例 新旧対照表 

  

現行 改正案 

（月ヶ瀬地区公共下水道施設についての分担金の賦課）  

第13条 管理者は、月ヶ瀬地区公共下水道施設を使用することができる区域内

に存する建築物の所有者で、当該下水道施設により利益を受けるものに対し

て、この条例の規定の例により分担金を賦課するものとする。 

 

 

（委任） （委任） 

第14条 略 第13条 略 
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